
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県営競輪場再整備・運営事業 

 

要求水準書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日 

奈良県 

  



 

目  次 

第１章 総則 ............................................................... 1 

１． 本「要求水準書」の位置づけ ............................................. 1 

２． 事業の目的 ............................................................ 1 

３． 事業の基本方針......................................................... 1 

４． 事業概要 .............................................................. 2 

５． 遵守すべき法令等・参考とする基準等 ..................................... 3 

６． 著作権・特許権等 ....................................................... 7 

７． リスク対応・情報管理等 ................................................. 7 

８． 契約書類の構成と優先順位 ............................................... 8 

９． 要求水準の変更......................................................... 8 

１０．賃金又は物価の変動に関する取扱いについて ............................... 8 

１１．適切なガバナンス体制の構築と円滑な運用（モニタリング） ................. 8 

第２章 事業用地の整備に関する要求水準 ....................................... 11 

１． 事業用地の概要........................................................ 11 

２． 許認可等における要求水準 .............................................. 12 

第３章 業務に関する要求水準 ................................................ 13 

１． 総則 ................................................................. 13 

２． 事業統括管理業務に関する要求水準 ...................................... 17 

３． 各業務に関する要求水準 ................................................ 19 

４． 業務の引継ぎ ......................................................... 30 

５． 付帯事業に関する事項 .................................................. 30 

第４章 施設に関する要求水準 ................................................ 33 

１． 基本要件 ............................................................. 33 

２． 施設の基本性能........................................................ 34 

３． 施設の要求水準（建築） ................................................ 36 

４． 施設の要求水準（構造） ................................................ 42 

５． 施設の要求水準（電気） ................................................ 44 

６． 施設の要求水準（機械） ................................................ 54 

７． 施設の要求水準（外構） ................................................ 60 

８． 施設の要求水準（解体） ................................................ 62 

９． 施設の要求水準（バンク） .............................................. 63 

 

  



 

－1－ 

第１章 総則 

 

１． 本「要求水準書」の位置づけ 

奈良県営競輪場再整備・運営事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、

「奈良県営競輪場再整備・運営事業」（以下「本事業」という。）における事業用地、

業務、施設に関する要件について、県が要求する水準（以下「要求水準」という。）を

示すものである。 

次に基本事項を示す。 

・要求水準は、県が本事業に求める基準を規定するものである。 

・施設の具体的仕様及びそれらを構成する個々の工夫や機器等について、事業者が

要求水準を満たすように提案することとし、最終的な整備内容については、同等

以上の性能を有することを条件に、県との協議によって確定する。 

・別添資料及び参考資料について、４月に予定する募集要項等に関する説明会にて

提示する。 

 

２． 事業の目的 

奈良県（以下「県」という。）は、令和６年１２月２４日に開催した「奈良県営競輪

あり方検討委員会」における「事業継続」の提言等を踏まえ、競輪事業を継続すること

とした。 

また、奈良県営競輪場（以下「本施設」という。）においては、一部施設の耐震性能

が不足することや、建設から長期間が経過することから、現状把握及び老朽化対策に必

要な事項や整備手法の検討等を行った。 

これらを踏まえ、県は、本施設敷地に点在する老朽化施設を建て替え等により集約化

する本事業を実施し、令和１２年度に開催予定の国民スポーツ大会リハーサル大会に向

け、令和１１年度内の工事完了と工事完了後３カ月以内の競輪場運営再開を目指す。 

本事業は、老朽化した施設の解体、新スタンド及び競走路（バンク）（以下「バン

ク」という。）の整備、女子宿舎及び多機能棟の新設、既存施設の改修、再整備中及び

再整備後の維持管理・運営等を行い、競輪事業を取り巻く環境の変化に対応した施設環

境を整え、来場者サービスの向上、選手等の競技環境の改善及び運営の最適化を図ると

ともに、競輪事業の安定的な収益を確保することを目的とする。 

 

３． 事業の基本方針 

（１） 事業のコンセプト 

①コンパクト化・機能強化 

利用実態に即した規模に建て替え、競輪場内に点在している運営上必要な機能を

集約して、施設のコンパクト化を図る。また、老朽化する施設及び不足する施設の

機能強化を行う。 

②ファンサービスの向上 

観覧施設や設備等、利用者の満足度が高い施設を目指す。 

③地域貢献 
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既存施設を撤去してコンパクトに建て替えることで生まれる余剰地を地域住民利

用が可能なスペースとして活用する。 

④啓発活動 

ギャンブル依存症や未成年の購入禁止等の啓発活動を継続して実施する。 

（２） 配置計画及びゾーニング 

現状の競輪場敷地を南側敷地と北側敷地に分けて整備を実施する。本事業において、

施設整備を求めるのは、主に南側敷地の範囲のみとする。 

配置計画及びゾーニングのイメージは、実施方針等の公表時に示した「奈良県営競

輪場再整備・運営事業 事業概要」を参考とすること。 

（３） バンク整備 

老朽化した既存バンクについて、現状の形状・勾配等を維持しつつ、舗装、基礎、

排水施設等の更新・補修を行い、競技の安全性および走行性能の確保を図る。 

（４） ナイター設備計画 

ナイター競輪の開催のための照明設備を本設で整備する。周辺地域への光漏れには

十分に留意した計画とする。 

（５） インフラ設備盛替え計画 

インフラ設備（給水及び電力・通信）は、南側敷地に対して新たに引込みを行う。

汚水排水は南側敷地の既存排水管に接続する。 

 

４． 事業概要 

本事業は、老朽化した施設の再整備を行い、複数年にわたる競輪場の維持管理・運営

業務を実施する。 

再整備・運営に係るコストの縮減及び早期の整備着手を図るとともに、民間事業者の

経営能力及び技術能力を活用し、効率的かつ効果的な再整備・運営を実現することを目

的として、事業方式は、県が本施設の所有や資金の調達を行い、民間事業者に本施設の

設計・施工・運営を一体的に委託する、ＤＢＯ方式とする。 

（１） 事業スケジュール 

事業期間は、基本契約の締結後から令和１７年３月３１日までとする。 

また、事業開始は奈良県議会での議決を経て行うものとし、整備における工事完了

等は、別途県と協議の上、定めるものとするが、令和１２年には本施設での本場開催を

再開し、令和１２年度内に開催を予定している国民スポーツ大会リハーサル大会で使用

できることを目標とする。 

時 期 内 容 

令和８年４月～８月 優先交渉権者の選定 

令和８年８月 仮契約の締結 

令和８年１０月 本契約の締結（契約に係る議会の議決後） 

令和８年１１月～ 本施設の整備 

令和９年４月～９月 競輪場維持管理業務・競輪場運営業務 

（本場開催・場外発売） 

令和９年１０月～ 競輪場維持管理業務・競輪場運営業務 
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（場外発売・他場借上開催期間） 

令和１２年３月 本施設完成 

令和１２年４月～６月 準備期間 

令和１２年７月 

～令和１７年３月 

競輪場維持管理業務・競輪場運営業務 

（本場開催・場外発売） 

 

（２） 事業の業務内容 

契約した事業者（以下「事業者」という。）が本事業において実施する業務内容は

次に掲げる業務とする。各業務の詳細は、第３章以降に示す。 

①事業統括管理業務 

②競輪場再整備業務 

ア 建築設計業務 

イ 工事監理業務 

ウ 施工業務 

③競輪場維持管理業務・競輪場運営業務 

ア 開催業務 

イ 事務業務 

ウ 競輪の運営に係る提案した事項に係る業務 

 

５． 遵守すべき法令等・参考とする基準等 

本事業は、以下に示す（１）～（３）により、適切に管理運用が可能な整備を計画する

ものとする。また、法の下位規範たる省令並びに細則を適用するものとする。 

（１） 遵守すべき法令等 

・自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号） 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

・都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

・宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律１９１号） 

・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 

・消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

・駐車場法（昭和３２年法律第１０６号） 

・下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

・水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

・道路法（昭和２７年法律第１８０号） 

・土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

・大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

・騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

・振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 
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・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号） 

・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する

法律（平成２２年法律第３６号） 

・官公庁施設の建設等に関する法律（昭和２６年法律第１８１号） 

・建築士法（昭和２５年法律第２０２号） 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号） 

・景観法（平成１６年法律第１１０号） 

・興行場法（昭和２３年法律第１３７号） 

・浄化槽法（昭和５８年法律第４３号） 

・交通安全対策法（昭和４５年法律第１１０号） 

・環境基本法（平成５年法律第９１号） 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

・労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

・労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５ 

４年法律第４９号） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

・特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号） 

・会社法（平成１７年法律第８６号） 

・電波法（昭和２５年法律第１３１号） 

・健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

・健康増進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号） 

・文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 

・河川法（昭和３９年法律第１６７号） 

・国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

・自転車競技法施行規則（平成１４年経済産業省令第９７号） 

・自転車競技法施行規則第１０条第４号の規定に基づき、施設の規模、構造及び設備

並びにこれらの配置の基準を定める件（平成１８年経済産業省告示第３６９号） 

・競輪開催の適正化について（令和７年 20250325 製局第２号） 

・ナイター競輪開催対応施設整備指針について（平成２５年４月１日 20130321 製局第

２１号） 

・場外車券発売施設の設置等に関する指導要領について（令和 5年 7月 3日 20230627 

製局第１号） 

・競輪場施設改善指針（２０２５年３月２７日競輪最高会議） 

・選手宿舎の整備・改善指針（２０２５年３月２７日競輪最高会議） 

・競輪場競走路の保護シーリング材の施工基準例及び管理に関する運用指針（２０２
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５年３月２７日競輪最高会議） 

・その他関連する法令等 

（２） 遵守すべき奈良県・奈良市の条例等 

・奈良県公契約条例（平成２６年奈良県条例第１１号） 

・奈良県生活環境保全条例（平成８年奈良県条例第８号） 

・奈良県環境基本条例（平成８年奈良県条例第７号） 

・建築基準法施行条例（昭和４２年奈良県条例第１号） 

・奈良県景観条例（平成２１年奈良県条例第４９号） 

・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成７年奈良県条例第３０号） 

・奈良県文化財保護条例（昭和５２年奈良県条例第２６号） 

・奈良県建築物エネルギー消費性能適合判定等に関する要綱（令和７年） 

・奈良県建築基準法の手引き（平成２７年） 

・奈良県広域消防組合開発行為に伴う消防水利施設等協議規程（平成２６年４月１日

消防長訓令甲第１９号） 

・奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（平成２年３月２７日

条例第１３号） 

・奈良市興行場法施行条例（平成２５年１２月２６日条例第５８号） 

・奈良市開発指導要綱（昭和６２年１０月１６日告示第２２９号） 

・なら・まほろば景観街づくり条例（平成２年３月２７日条例第１２号） 

・その他関連する条例等 

（３） 参考とする適用要綱・各種基準等（各最新版） 

・建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 

・建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 

・建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） 

・官庁施設の基本的性能基準版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監

修） 

・官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・官庁施設の設計業務等積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・官庁施設の設計業務等積算要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事積算基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築設備数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事共通費積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準書式（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設

備・環境課監修） 

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設
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備・環境課監修） 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部

監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部

監修） 

・公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築設計業務等電子納品要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修） 

・敷地調査共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部編集） 

・構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・日本建築学会諸基準（日本建築学会） 

・昇降機耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築センター編集） 

・新・排煙設備技術指針（一般財団法人日本建築センター編集） 

・駐車場設計・施工指針及び同解説（公益社団法人日本道路協会） 

・路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針及び同解説（公益社団法人日本道路協会） 

・建築工事監理業務委託共通仕様書（奈良県県土マネジメント部） 

・建築設計業務委託共通仕様書（奈良県県土マネジメント部） 

・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取扱い要項（奈良県県

土マネジメント部） 

・工事写真の撮影要項（建築工事・設備工事）（奈良県県土マネジメント部） 

・土木設計業務等委託必携（奈良県県土マネジメント部） 

・土木工事共通仕様書（案）（奈良県県土マネジメント部） 

・土木工事積算基準書（奈良県県土マネジメント部） 

・土木工事数量算出要領（案）（奈良県県土マネジメント部） 

・土木請負工事必携（奈良県県土マネジメント部） 

・土木工事施工管理基準（奈良県県土マネジメント部） 

・建築鉄骨設計基準（一般財団法人公共建築協会） 

・建築工事設計図書作成基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） 

・表示・標識標準（営繕協会編集） 

・擁壁設計標準図（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修） 

・建築工事監理指針（上・下）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築改修工事監理指針（上・下）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築数量積算基準・同解説（一般財団法人建築コスト管理システム研究所／公益社
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団法人日本建築積算協会編集） 

・建築工事内訳書標準書式・同解説（一般財団法人建築コスト管理システム研究所／

公益社団法人日本建築積算協会編集） 

・建築工事内訳書作成要領（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築積算のための仮設計画標準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・その他、本事業に必要な関係基準等 

 

６． 著作権・特許権等 

（１） 著作権 

提出された企画提案書等の著作権は、事業者に帰属する。ただし、本事業の公表及

びその他県が必要と認める場合、県は事業者の提出書類の全部又は一部を無償で使用で

きるものとする。公表に際して事業者のノウハウに係る内容が含まれると判断される場

合には、事前に県と事業者の間で公表内容の協議を行うものとする。また、事業者以外

の提案内容については、本事業の公表に必要な範囲以外には使用しない。なお、成果品

の著作権については契約書に示す。 

（２） 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている事業

手法、工事材料、施工方法、維持管理方法及び運営方法等を使用する場合は、その使

用に関する一切の責任を事業者が負うものとする。ただし、県が指定した工事材料、

施工方法等で、要求水準書等に特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者

が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、県が責任を負うものとする。 

 

７． リスク対応・情報管理等 

（１） 損害賠償、保険への加入 

①事業者がその責に帰すべき理由により、県や利用者、その他の関係者に損害を与え

た場合は、その損害を賠償しなければならない。 

②事業者が実施する付帯事業及び追加投資を含む工事は、その責任の一切を事業者が

負うこととし、必要に応じ、工事保険や請負業者賠償責任保険等に加入すること。 

③必要に応じ、その他の保険等に加入し、本事業の安定的な運営に努めること。 

（２） 個人情報の保護 

①事業者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ又は不当な目的に使用してはな

らない。事業期間終了後若しくは事業者の取消し後又は変更後も同様とする。 

②前項に定める個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第

５７号)等に従って適正な管理を行い、漏えい、滅失及びき損等がないよう必要な措

置を講じること。 

（３） 守秘義務の遵守 

①事業者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。事業期間終了後若

しくは事業者の取消し後又はその職を退いた後も同様とする。 
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②前項に定める秘密に関する情報については、内部規程を定めて取扱う等適正な管理

を行い、必要な措置を講じること。 

 

８． 契約書類の構成と優先順位 

基本契約、再整備・運営事業契約（基本契約を除く。以下、本項において同じ。）、

公募資料等、企画提案書の間に齟齬がある場合、基本契約、再整備・運営事業契約、公

募資料等、企画提案書の順にその解釈が優先するものとする。企画提案書の内容が、公

表資料等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して企画提案書が公

表資料等に優先するものとする。また、基本契約、再整備・運営事業契約間に齟齬があ

る場合、設計施工一括請負契約及び競輪場維持管理業務・運営業務等委託契約よりも基

本契約の解釈が優先するものとする。 

なお本項中の「基本契約」、「再整備・運営事業契約」、「公募資料等」、「企画提

案書」の用語の定義は基本契約書（案）において定めるところによる。 

 

９． 要求水準の変更 

（１） 要求水準の変更理由 

次の事由により、事業期間中に要求水準を変更する場合がある。 

①法令等の変更により、要求水準の変更が必要なとき。 

②災害・事故等により、要求水準の変更が必要なとき。 

③県の事由により要求水準の変更が必要なとき。 

④交付申請を予定している交付金の交付を受けられなかったとき。 

 ⑤その他、要求水準の変更が特に必要と認められるとき。 

（２） 要求水準の変更手続 

要求水準を変更する場合は、事前に事業者に通知する。要求水準の変更に伴い、各

契約書に基づく事業者に支払う対価を含め、各契約書の変更が必要となる場合、必要

な契約変更を行うものとする。 

 

１０． 賃金又は物価の変動に関する取扱いについて 

賃金又は物価の変動に関する取扱いは契約書に定めるところによる。 

 

１１．適切なガバナンス体制の構築と円滑な運用（モニタリング） 

（１） ガバナンスの基本的な考え方 

「奈良県営競輪場再整備・運営事業 募集要項（以下「募集要項」という。） 第３

章２（１）」のとおりとする。 

（２） ガバナンス機能の確保 

①本事業のガバナンスにおいては、県及び事業者の間の信頼関係の構築とその維持・

発展を基礎に、また、県及び事業者のセルフモニタリングにより得られた客観的な

業績情報の活用を基礎として、各業務において、県及び事業者による官民の公式な

コミュニケーションの枠組みとして会議体（以下「会議体」という。）を設置す

る。 
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②会議体等を通じて、実績評価と改善協議による統制により、ガバナンス機能を確保

する。コスト管理については、要求水準の明確な変更がない限り、提案内容を遵守

した上で、各段階においてＶＥ又はＣＤにより契約金額内に収めること。賃金又は

物価の変動に関する取扱いは契約書に定めるところによる。 

③会議体の設置・運営等の詳細については、県及び事業者の合意によって定めるもの

とする。 

④県が別途発注者支援業務等を導入した場合、県及び当該業務を担う者、又は県に代

わって当該業務を担う者が会議体への出席、事業者との協議、事業者への要請等を

行うことがある。 

（３） 各業務におけるガバナンス 

①競輪場再整備業務に関するガバナンス 

ア 事業者によるセルフモニタリング 

事業者は、要求水準書に定める施設性能等の基準に基づきセルフモニタリ

ングを実施し、その結果を適切に保管・管理するとともに、設置する会議体

を通じて、県の求めに応じて随時報告を行うものとする。 

イ 県による実績評価 

ⅰ 県は、各工程の必要な時期に、競輪場再整備業務が契約に定められた要

求水準及び条件に適合するものであるか確認を行う。 

ⅱ 競輪場再整備業務が契約に定められた要求水準及び条件に適合しない場

合は、県は、事業者に必要な改善を求め、事業者は、必要な改善措置を

講じるものとする。 

ⅲ 県及び事業者は、両者の参加による定期的な会議体を設けて、円滑な業

務遂行に向けての課題等について、県及び事業者が協議を行い、両者が

必要な対応策を講じることとする。 

②競輪場維持管理業務・競輪場運営業務に関するガバナンス 

ア 事業者によるセルフモニタリング 

事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、

その結果を適切に保管・管理するとともに、その方法及び結果について、設

置する会議体等を通じて、県の求めに応じて随時報告を行うものとする。 

イ 県による実績評価 

ⅰ 県は、事業者が契約に定められた業務を確実に遂行し、要求水準が達成

されているかを確認するために業務の実績評価を行い、運営等の成果が

契約に定めた要求水準及び条件に適合しないと認める場合には、設置す

る会議体を通じて業務内容に対する改善協議を行うことができるものと

し、事業者は、必要な改善措置を講じるものとする。 

ⅱ 県は、必要に応じて、事業者の財務状況を把握し本事業の継続性・安定

性を確認するために、財務諸表の確認や管理運営原価の開示・確認等に

よるモニタリングを行うものとする。 

ⅲ 確認等の結果、本事業の継続性・安定性の確保のために必要があると認

める場合には、財務状況等についての改善協議を行うことができるもの

とし、事業者は、必要な改善措置を行うものとする。 
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第２章 事業用地の整備に関する要求水準 

 

１．事業用地の概要 

（１） 事業用地の構成 

主たる事業用地は、南側敷地である。 

北側敷地については、再整備期間中に場外車券発売の実施を予定しており、再整備

以降の用途については県にて検討中であるが、本事業の競輪場維持管理業務・競輪場

運営業務に北側既存施設の維持管理等を含むものとする。 

事業用地の概要は「募集要項 第４章１」のとおりとする。また、本事業用地の範囲

については「別添資料（１）周辺見取り図」及び「別添資料（２）現況図、既存施設

の概要」に示す。 

既存施設の全体配置図および主要施設の概要を「別添資料（２）現況図、既存施設

の概要」に示す。 

 

（２） 事業用地におけるインフラの概要 

事業用地におけるインフラは下表のとおりである。下表を参考として、事業者にて、

本事業で必要なインフラを調査・確認・検討を行うこと。 

電 気 高圧 1回線受電方式 

ガス 都市ガス・プロパンガス 

給 水 奈良市企業局取引メーターより引込 

汚水排水 公共下水道に汚水排出 

雨水排水 公共水路に排出 

 

（３） 事業用地の条件 

事業用地の条件は以下のとおりである。 

①地盤条件 

事業用地における地質調査の結果は、「別添資料（３）ボーリングデータ」のと

おりである。 

②埋蔵文化財発掘調査 

ア 事業用地は埋蔵文化財包蔵地外であるが、建設工事等を行うにあたり必要な

手続きを行うこと。 

イ 現地踏査および試掘実施が必要となる場合、又は試掘により遺跡が確認され

た場合は、県と協議の上、工程遅延を低減する提案を行うこと。 

③地中障害物等 

事業用地における工事にあたり、既存図面等で想定できない地中障害物が存在し、

本事業実施の支障となることが明らかとなった場合、県と協議の上、対応方針を検

討すること。 

④電波障害 

電波障害対策について必要な机上調査を行うこと。 

⑤工事条件 
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再整備期間中は北側敷地にて場外車券発売を継続して行うため安全性に十分配慮

した工事中の動線計画とし、以下の条件を遵守すること。なお、工事計画について

は、関係者との合意形成が必要となることを前提に提案すること。 

ア 来場者用駐車場に計画する工事用通路は、北側敷地への来場者動線を確保の

上計画すること。 

イ 工事関係車両と来場者動線は安全性を十分に考慮し、明確に分離すること。 

ウ 既存水路を介して、敷地東側に流れる秋篠川の水質に影響がでないようにす

ること。 

エ 工事による電柱の移設等については、県と事前に協議すること。 

オ 県道奈良精華線から敷地西側への工事車両出入について、所轄警察署及び道

路管理者と協議すること。 

カ 工事（機材搬入のための大型車両の搬入を含む）可能時間は、工事可能日の

８：３０～１７：００、工事関係車両の出入可能時間は７：００～２０：０

０とする。なお、工事可能日は県との協議により決定すること。 

キ 近隣への配慮 

事業用地の南側、西側には住宅等、東側には農地等が所在していることか

ら、工事中に発生する騒音、臭気、光及び振動について、近隣への配慮を行

うこと。また、工事中の影響や再整備後の施設による日影の影響、排水対策、

交通対策等について近隣への説明が必要となることから、説明資料の作成等、

県の依頼に応じて協力すること。 

 

２．許認可等における要求水準 

（１） 基本事項 

①本事業において必要な許認可等の手続き、協議及び調査等については、事業者の責

において遅滞なく実施することとし、必要な経費等は事業費に見込むこと。 

②本事業実施にあたり、前提要件及び設計内容等を示した上で関係所管部署と協議す 

ること。なお、県が本事業実施にあたって必要と想定する関係法令は「第１章 ５．

遵守すべき法令等・参考とする基準等」のとおりであるが、県が協議した時期から

の経過により諸条件等が変動している可能性もあるため、本資料は参考とすること。 

（２） 開発許認可手続き 

開発許可不要となる計画を想定しているが、計画内容により異なるため、設計時に

おける開発（建築）行為事前協議書の提出を経て、開発許可への該当有無について確

定する。 
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第３章 業務に関する要求水準  

 

１．総則 

（１） 基本方針 

本章に示す各業務は、本施設が「第４章 施設に関する要求水準」を満たし、本事業

の目的、基本方針に合致した施設を整備することを目的とする。 

（２） 基本的事項 

①事業者は、業務に必要な調査を行い、関係法令に基づいて業務を実施すること。併

せて、要求水準書に記載している適用法令、条例及び基準等に基づき、業務を実施

すること。 

②要求水準書に示す事項は、基本的内容について定めるものであり、具体的に特定の

方法を規定しているものにおいて、それ以外の方法を採用しようとする場合は、事

業者が当該特定の方法と同等以上の性能であることを説明した上で、その内容につ

いて県と協議を行い、県が認めた場合、採用することができるものとする。また、

要求水準書に記載されていない事項であっても、本施設の性能及び機能を発揮する

ため当然必要と思われるものについては、事業者の責任において補完すること。 

③事業者は、要求水準及び企画提案を基に業務を適切に行うこと。特に施設の品質確

保を確実にするために、品質確保プロセスを適切に計画、実行及び管理すること。 

④代表企業は、構成企業が的確に業務を実施するよう、業務内容に応じて業務分担を

具体的に定め、業務管理を行い、業務間での必要な業務の漏れ、不整合その他の事

業実施上の障害が発生しないよう必要な調整を行うこと。また、構成企業が分担す

るコスト管理、要求水準の確認及び企画提案の確認等の管理を行うこと。 

⑤事業者は、各業務を行うにあたり関係者及び地元自治会等と調整及び協議を行うこ

と。なお、実施した内容の議事録等の作成を行い、県に提出すること。 

⑥事業者は、業務の進行状況に合わせて、県に説明や報告を実施すること。競輪場関

係者からの要望や意見については、対応方法や影響も含めて県に報告すること。な

お、競輪場関係者からの要望や意見については、県と協議の上、可能な限り対応す

ること。 

⑦事業者は、工事・業務実績情報（コリンズ・テクリス）に登録すること。なお、登

録に先立ち、登録内容について県の承諾を受けること。 

⑧各業務の成果品は「別添資料（４）提出書類成果品リスト」によること。 

⑨事業者は、電子メール、打合せ資料及び電子データによる提出物等、電子データを

県に提出する際には、あらかじめウイルスその他のセキュリティ対策されたものを

提出すること。 

⑩契約期間中に本事業に関する資料や設計図書等のデータの流出等の不測の事態が発

生、又は発生が疑われる事態となったときは、速やかに県に報告すること。 

⑪守秘義務及び個人情報の保護 

ア 事業者は、本事業の実施にあたって、関連法令等に基づき、個人情報を保護

しなければならない。 
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イ  事業者は、本事業の実施過程（プロポーザル公募期間も含む）で知り得た秘

密を第三者に漏らしてはならない。 

ウ 事業者は、個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いについて「奈良県個人

情報の保護に関する条例」に基づく「個人情報取扱特記事項」を遵守するこ

と。 

（３） 事業の業務内容  

①事業統括管理業務 

②競輪場再整備業務 

ア 建築設計業務 

イ 工事監理業務 

ウ 施工業務 

③競輪場維持管理業務・競輪場運営業務 

ア 開催業務 

イ 事務業務 

ウ 競輪の運営に係る提案した事項に係る業務 

（４） 業務体制 

①事業者の構成 

本事業の実施にあたり、県との間で契約等を締結する事業者は、構成企業により

次のアからエまでに掲げる業務又は事業の全てを実施する。 

ア 競輪場再整備業務における設計業務を実施する役割を担う企業（以下「設計

企業」という。） 

イ 競輪場再整備業務における施工業務を実施する役割を担う企業（以下「建設

企業」という。） 

ウ 競輪場再整備業務における工事監理業務を実施する役割を担う企業（以下

「工事監理企業」という。） 

エ 競輪場維持管理業務・競輪場運営業務を実施する役割を担う企業（以下「競

輪場運営事業者」という。） 

②事業者の要件 

代表企業は競輪場運営事業者とする。事業統括管理業務にあたる者は、競輪運営

事業者とする。付帯事業にあたる者は、設計企業、建設企業、工事監理企業、又は

競輪場運営事業者のいずれかとする。 
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③業務体制図 

 

④責任者及び担当技術者 

次のアからケに責任者及び担当技術者の役割を示す。具体的な業務については、

各業務の要求水準に示す。なお、運営業務統括責任者、設計業務管理技術者、工事

監理業務管理技術者、施工業務責任者を各業務責任者とする。 

ア 事業統括管理責任者 

事業統括管理責任者は、各業務を一元的に統括管理すること。 

事業統括管理責任者は運営業務統括責任者との兼務は可能とする。競輪場

再整備業務完了後の配置については県と協議の上決定する。 

イ 運営業務統括責任者 

運営業務統括責任者は競輪運営全体の取りまとめを行うことから、競輪運

営専門の知識を有し経験のある者を配置すること。所在を明らかにし、業務

履行に関して県及び本施設と連絡が取れるようにすること。 

また、運営業務統括責任者、運営業務統括副責任者については常勤とす

し、運営業務統括責任者は事業統括管理責任者との兼務は可能とする。 

ウ 運営業務副統括責任者 
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運営業務統括責任者が不在のときこれを代行するために配置すること。 

エ 管理技術者（設計業務・工事監理業務） 

管理技術者は各個別業務全体を統括し、各担当技術者との調整を行うこ

と。 

オ 照査技術者（設計業務） 

照査技術者は、バンク整備工事を含む設計の成果物の内容について技術上

の照査を行い、取りまとめた上で設計業務管理技術者に報告すること。なお、

設計業務管理技術者及び各主任担当技術者との兼務は不可とする。 

カ 施工業務責任者 

施工業務責任者は、施工全体の取りまとめを行うこと。施工業務を複数の

者で実施の場合、施工業務の代表企業（以下、「建設代表企業」という。）

から選出する。 

施工業務責任者は、事業着手時に配置し、監理技術者及び現場代理人との

兼務は可能とする。 

キ 監理技術者 

監理技術者は、施工全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。施工業務

を複数の者で実施の場合、建設代表企業から選出する。プロポーザル時に申

請した候補者（最大３名）の内から１名を選択し、工事着手以降は専任とす

ること。なお、監理技術者は施工業務責任者及び現場代理人との兼務は可能

とする。 

ク 現場代理人 

現場代理人は、施工全体の取りまとめ及び施工業務を行うこと。施工業務

を複数の者で実施の場合、建設代表企業から選出する。施工業務期間中にお

いては原則常駐とする。なお、現場代理人は施工業務責任者及び監理技術者

との兼務は可能とする。 

ケ 建設代表企業以外の主任技術者・監理技術者 

施工業務を複数の者で実施の場合は、建設代表企業以外の主任技術者・監

理技術者を施工方式（共同施工・分担施工）に応じて監理技術者制度運用マ

ニュアルに従い適切に配置する。工事着手時以降は専任とすること。 

（５） 打ち合わせ・記録及び報告 

① 事業者は、関係者と協議及び打合せを行ったときは、その内容について、その都度

書面（打合せ簿）に記録し、相互に確認すること。なお、記録は内容等に分類し管

理すること。 

② 県及び事業者は、指示、通知、報告、提出、承諾、回答及び協議については、書面

で行わなければならない。この場合、特段書式の定めを必要としない場合は、打合

せ簿により行うものとする。 

③ 事業者が県に提出する書類で、様式及び部数が定められていない場合は、県の指示

によるものとする。 

④ 事業者は、基本方針、条件等に疑義が生じた場合は、県と書面により協議しなけれ

ばならない。協議内容は、打合せ簿等に記録し相互に確認しなければならない。 

⑤ 事業者は会議内容、出席者等を調整し、適宜会議体を設定すること。 
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（６） 本事業の実施に関する契約等 

「募集要項 第１章１（９）」のとおりとする。 

（７） 本事業の事業期間 

「募集要項 第１章１（７）」のとおりとする。 

（８）本事業における対価の支払い等 

県は、基本契約の定めるところにより締結した設計施工一括請負契約に基づき、契

約の相手方となる設計施工共同企業体に対して、本事業の実施の対価（以下「整備

費」という。）を支払うものとする。 

また、県は、基本契約の定めるところにより締結した競輪場維持管理業務・運営業

務等委託契約及び競輪場維持管理業務・運営業務等委託年次契約に基づき、競輪場運

営事業者に対して委託料を支払うものとする。 

 

２．事業統括管理業務に関する要求水準 

（１）業務内容 

①基本方針 

ア 事業者は、事業全体を管理することで、関係者との調整業務に関する情報の

一元化、事業品質の向上に常に留意すること。 

イ 事業者は、事業全体の進捗状況を常に明確に管理・把握し、要求水準未達の

事態を招くことのないよう必要な対応を適宜行うこと。また、要求水準未達

の事態が生じた場合は、県に速やかに報告し、適切な措置を講じること。 

ウ 事業者は、事業統括管理業務に対してセルフモニタリングを確実に履行する

ための仕組みを構築し、実施すること。なお、仕組み構築にあたっては、適

宜、県と必要な協議等を行うこと。 

エ 各業務責任者等から提出される各種資料等については、事業統括管理責任者

が包括的に確認すること。 

②業務期間 

業務実施の期間は、本事業終了時までとする。付帯事業については、事業期間終

了日の２年前までに、代表企業及び付帯事業者から本事業の事業期間の終了日を越

えて付帯事業を継続する旨の申出があった場合は、県と代表企業及び付帯事業者が

協議を行う。 

③実施体制 

ア 事業統括管理責任者の配置 

事業統括管理業務を確実かつ円滑に実施できるよう、事業統括管理責任者

を１名配置し管理を行うこと。なお、事業統括管理責任者は事業者の代表企

業に所属する者とし、本事業の目的・趣旨・内容を十分に踏まえた上で選出

すること。 

イ 事業統括管理責任者の変更 

原則として、業務期間終了まで変更することはできない。ただし、病休、

死亡、退職等の極めて特別の理由がある場合は、県との協議により変更する

ことを妨げない。 

ウ  事業統括管理責任者の常駐は求めないが、「第３章 １（５）打ち合わせ・記
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録及び報告」に示す会議体への出席を通じて、適切な業務履行を行う体制とす

ること。 また、必要に応じて県等が主催する委員会や会議に出席すること。 

④報告事項 

ア 「事業統括管理計画書」の作成及び県への提出 

ⅰ  事業統括管理責任者は、本事業に対する管理方針及び管理方法を示した

統括管理水準書を作成し、県の承諾を受けること。提出時期について

は、別途県と協議の上、決定すること。  

ⅱ 事業統括管理計画書の内容が変更となる場合には、変更案を速やかに県

に提出し、その承諾を受けること。 

イ 「年度管理計画書」の作成及び県への提出  

ⅰ  事業統括管理責任者は、「年度管理計画書」を事業年度ごとに作成し、

県の承諾を受けること。なお、事業統括管理計画書を踏まえた内容とな

るよう留意すること。 

ⅱ  同計画書は、セルフモニタリングに係る計画書の一部とみなし、当該内

容については、その詳細（セルフモニタリング対象項目・判断基準・実

施計画等）を県が明確に理解できるよう作成すること。 

ウ 「年度管理報告書」の作成及び県への提出 

ⅰ  統括管理責任者は、「年度管理報告書」を事業年度ごとに作成し、県の

承諾を受けること。なお、「年度管理計画書」を踏まえた内容となるよ

う留意すること。 

ⅱ 同報告書は、セルフモニタリングに係る報告書とし、当該内容について

は、その報告の詳細（セルフモニタリング対象項目・判断基準・実施過

程・結果等）を県が明確に理解できるよう作成すること。 

⑤工程表の作成 

ア  事業者は、契約締結後速やかに総合工程表を県に提出すること。総合工程表

は、調査・踏査期間、全ての施設及びバンクを含む外構の基本実施設計・施

工等主要な業務が分かるものとすること。事業統括管理責任者は、総合工程

表を基に設計企業が作成する全体設計工程表と建設企業が作成する工事工程

表や各個別業務期間等の検証・統括及び取りまとめを行うこと。 

イ  総合工程表は、事業統括管理責任者が各業務責任者等と調整の上、必要に応

じて随時更新すること。なお、総合工程表に変更が生じる場合（軽微な場合

は除く）は、県に速やかに報告及び協議すること。 

⑥本事業を進める上で必要な各業務に対する管理業務 

ア 各業務責任者の確認及び県への届出 

ⅰ 本事業を進める上で必要な、各業務責任者を確認し、県に届け出るこ

と。 

ⅱ 各業務責任者が変更となった場合も、速やかに変更後の各業務責任者を

確認し、県に届け出の上、その承諾を受けること。 

イ 「各種計画書」の確認及び県への提出  

ⅰ 各業務責任者が作成する各種計画書を確認し、県に提出すること。 

ⅱ 各種計画書の内容が変更となる場合には、速やかに変更後の各種計画書

を県に提出し、その承諾を受けること。  
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ウ 「安全管理計画書」の作成及び県への提出 

災害・事故に対する被害想定と対策、迅速な応急対策及び早期復旧・復旧

活動が行える体制づくり等を目的として、連絡体制、応急体制、応急対応方

法等を記載した「安全管理計画書」を県に提出し、その承諾を受けること。 

エ 履行状況の管理の実施 

ⅰ 本事業を進める上で必要な、業務ごとの履行状況を明確に把握し、提供

するサービスの質が常に要求水準を満たしているか管理できる体制を構

築し、機能させること。 

ⅱ 取り巻く環境の変化を可能な限り事前に予測した上で、本事業を進める

上で必要な各業務の内容について、必要に応じて内容の変更を行う等、

事業期間にわたり要求水準を満たすサービスを安定的に提供すること。

なお、当該内容の変更については、事前に県の承諾を受けること。ま

た、変更した内容については、必要に応じて年度管理計画書に反映する

こと。 

オ その他必要な業務 

その他事業統括管理業務を行う上で必要な業務を適切に行い、漏れのない

業務の履行に努めること。 

 

３．各業務に関する要求水準 

（１） 共通事項 

① 基本方針 

事業者は、要求水準を満たすために、基本的に次の項目を②に示す要求水準及び

企画提案確認計画書に基づいて確認し、県の承諾を受けたうえで各業務の管理を行

うこと。ただし、企画提案の内容等により、これによりがたい場合は、事前に県と

協議し、変更することができる。 

ア 基本設計完了時における設計図書、各種計算書及び諸条件等の確認 

イ 実施設計完了時における設計図書、各種計算書及び諸条件等の確認 

ウ 施工前における全体計画（工事中の周辺への配慮等）の確認 

エ 各棟及び各部位の施工前における施工計画、品質管理計画及び施工図の確認 

オ 棟及び各部位の施工中における計画に基づいた隠ぺい部等の確認 

カ 各棟及び各部位の施工完了時における計画に基づいた施工確認 

キ 解体業務における工事計画及び完了時の確認 

ク 全体の施工完了時における計画に基づいた施工の確認 

ケ 前各項以外の各業務における計画及び完了時の確認 

②要求水準及び企画提案確認計画書の作成 

ア 事業者は、契約後速やかに要求水準及び企画提案確認計画書を県に提出し、

その承諾を受けること。 

イ 要求水準及び企画提案確認計画書には、個別の確認事項ごとに、要求水準の

確認の方法と確認の時期、確認する者、その他必要な事項を記載すること。 

ウ 要求水準及び企画提案確認計画書には、要求水準で定めた各項目を一覧化し

たチェックシートを作成し履行確認が行えるようにすること。記載内容につ

いては協議を行うこと。 
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エ 要求水準及び企画提案確認計画書には、業務の進捗に応じた技術的検討を進

めることにより、基本設計完了時、実施設計完了時及びその他必要な時期に

適宜変更及び見直しを行うこと。 

オ 要求水準及び企画提案確認計画書の変更及び見直しを行う場合、県と協議の

上、その承諾を受けること。 

③要求水準及び企画提案の確認 

ア 事業者は、要求水準及び企画提案確認計画書に基づき、各業務の各段階にお

いて、要求水準を満たしている事を確認した上で県に提出し、その承諾を受

けること。 

イ 県は、要求水準及び企画提案確認計画書に基づき、報告を受けて確認するほ

か、事業者に要請を行い、いつでも各業務の状況を確認することができる。 

④設計図書等の修正 

ア 県は、事業者から提出された設計図書等の内容が、要求水準に達していない、

又は県と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判

断した場合には、事業者の責任及び費用負担において、修正を求めることが

できる。 

イ 事業者は、設計図書等の内容が要求水準に達していない、又は県と事業者と

の協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、

県に速やかに報告を行った上で、自らの責任及び費用負担により速やかに設

計図書等の修正を行うこと。また、修正点について県に提出し、その確認を

受けること。設計の変更についても同様とする。 

ウ 設計図書等と施工業務等の間における不一致についても、③イと同様とする。 

 

（２） 競輪場再整備業務におけるコスト管理 

①基本的な考え方 

事業者は、契約締結から業務完了まで、要求水準の明確な変更がない限り提案内

容を遵守し、基本契約時に規定する事業費（以下「事業費」という。）以下となる

ようコスト管理を実施すること。コスト管理については、下表に基づき各業務のコ

スト管理を行い、県に提出すること。ただし、企画提案の内容等により、これによ

りがたい場合は、事前に県と協議し、その承諾を受けた場合に限り変更することが

できる。 

コスト管理表 提出時期 備 考 

事業費内訳表 基本設計着手時 基本契約書に規定する事業費内訳書 

工事内訳書 基本設計完成時 ― 

工事内訳明細書 

・実施設計完成前 

・実施設計完了時 

・設計変更時（随時） 

第１章 ５（３）適用要綱・各種基準

等を参考に作成する。 

但し、上記書式によりがたい場合は、

県と協議の上決定する。 

設計変更金額 

一覧表 

設計変更によるコスト

の変動時 

設計変更該当部分の変更前後の数量・

単価・金額を含む内容で作成し、県と

事前に協議の上、提出する。 
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②共通事項 

ア 事業費内訳表の内訳区分については、指定書式にて作成すること。業務の変

更に伴い「事業費」を変更する際に、事業費内訳表の内訳区分を用いるこ

と。 

イ 事業者は、設計、施工業務の過程においてコスト管理表を提出する際に、単

価根拠等が十分に説明できる資料を添えて、その内容を県に説明すること。 

ウ 要求水準書に記載の範囲内において、県が判断するやむを得ない事由を除

き、設計変更が発生した場合、事業費内で対応し、契約変更を行わない。な

お、賃金又は物価の変動等により、事業費増加が予想される場合は、事業費

以下となるコスト管理を行うための提案を行うとともに、県と協議するこ

と。 

③設計業務におけるコスト管理 

設計業務管理技術者は、施工業務責任者と共に各段階でコスト管理表を用いてコ

スト管理を行い、事業統括管理責任者に確認を受けた上で県に提出すること。 

④施工期間におけるコスト管理 

施工業務責任者は、設計業務管理技術者と共に工事内訳明細書に基づき、施工業

務のコスト管理を行うこと。 

 

（３） その他 

①引渡し前における設計成果物等の使用 

県は、引渡し前においても、設計成果物等の全部又は一部を、事業者の承諾を得

て使用することができる。 

②安全等の確保 

事業者は、本事業の実施に際して、北側敷地にて場外車券発売を継続して行うた

め、競輪場関係者だけでなく、施設を利用する者、近隣住民、通行者及び通行車両

等、第三者の安全確保に努めなければならない。 

③既存施設利用、工事用電力等 

ア 既存施設の利用、工事用電力及び給排水については、設計業務時に県と協議

を行うこと。 

イ 工事用の電力、通信回線、給排水は原則として、建設企業が個別に業者と契

約し、外部より引き込むこと。ただし、これによりがたい場合は県と協議す

ること。 

 ④近隣への配慮 

ア 事業者は、工事着手に先立ち、近隣住民との調整及び調査等を十分に行い、

工事の円滑な進行及び安全等を確保すること。 

イ 事業者は、工事内容を近隣住民へ周知徹底し、理解を得るように努めるこ

と。 

ウ 本事業によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を事前に実施の

上、問題が発生しないように適切な処理を行うこと。 

エ 騒音、悪臭、振動、光害、廃棄物処理、交通安全・渋滞、粉塵飛散、地盤沈
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下及びその他本事業が周辺環境に与える影響等を勘案し、工事に伴う影響を

最小限に抑え、問題が発生しないように努めること。 

オ 隣接する建物、道路に損傷を与えないように十分に留意し、万が一工事中に

汚損、破損させた場合は、県に報告するとともに、事業者の負担において補

修等を行うこと。 

カ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないように十分に注意すること。苦

情その他が発生した場合には、県に報告するとともに真摯に対応すること。

なお、事業者は、事業を通して苦情等における窓口を設置し、対応を一元化

すること。 

キ 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないように十分に注意するこ

と。発生した場合には、事業者の責任において対応すること。 

ク 県が近隣住民に対する工事関係等の事前説明を行う場合について、事業者は

立ち会うとともに、資料の作成等、県の依頼に応じて協力すること。 

ケ 事業者が自主的に近隣住民に対する工事関係の事前説明を行う場合は、事前

に県の承諾を受けること。また、県に速やかに結果報告をすること。 

コ 本事業及び近隣への対応について、事業者は、事前及び事後に、その内容及

び結果を県に報告すること。 

⑤賠償 

本事業の業務履行にあたっては、事故及び災害の防止に万全を期すこと。本事業

に起因する次に掲げる事故が生じた場合には、事業者の責任において賠償、修繕及

び弁償することとし、事業者は、事故が生じた場合の損害賠償に対応できる保険に

あらかじめ加入すること。 

ア 第三者、競輪場関係者の事故 

イ 作業車両等による事故 

ウ 北側敷地を含む敷地内の縁石、植栽、建物、構造物とそれに付随する設備、

備品等に対する事故 

エ 移転物品に対する事故 

オ その他事業者の責務に帰すべき事由に基づく事故 

 

（４）設計業務に関する要求水準 

①業務内容 

ア 設計企業は、設計業務として要求水準を満たすとともに企画提案に基づいた

機能及び性能等を備えた本施設を施工するために必要な設計図書を作成する

業務及びその設計の意図を建設企業に伝達する業務の他、本事業を適正かつ

確実に実施するために必要な業務を行うこと。（新築・改修） 

イ 設計企業は、設計業務における基本設計の内容として「令和６年国土交通省

告示第８号」別添１の第１項第１号イを参考とすること。（新築・改修） 

ウ 設計企業は、設計業務における実施設計の内容として「令和６年国土交通省

告示第８号」別添１の第１項第２号イを参考とし、内訳明細書を作成するた

めに十分な内容とすること。（新築・改修・解体） 

また、工事着手後に設計変更を行う場合においても同様な内容とすること。 

エ 設計企業は、工事段階で行う実施設計に関する業務（設計の意図を建設企業
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に伝達する業務）の内容として「令和６年国土交通省告示第８号」別添１の

第１項第３号を参考とし以下の業務も実施すること。（新築・改修） 

ⅰ 工事段階における設計変更の対応 

設計企業は、工事段階において設計変更が必要となった場合、法適合の観

点から検討及び助言を行い、必要な手続き等を行うこと。 

ⅱ 工事段階における諸官庁検査及び完成確認への対応 

設計業務者は、諸官庁検査及び完成確認に立ち会うこと。 

ⅲ 総合定例会議等への出席 

ⅳ 完成引き渡し時の図面及び書類の確認 

ⅴ 意図伝達資料等の作成 

設計企業は、以下の意図伝達資料等を作成の上、県に説明し、その確

認を受けること。 

a  施工図・機器納入仕様書等の作成に必要となる説明図及びデザイン詳

細図等 

b  仕上げ材料（設備機材等の仕上げを含む）の色彩、柄についてまとめ

た色彩等計画書 

c  設計内容に関する質疑に対する回答案等 

オ 設計企業は、「別添資料（５）解体範囲参考図」に示す既存施設等の解体設

計を行うこと。 

カ 設計企業は、バンクの設計業務を行うこと。 

キ 設計企業は、設計業務の実施に関して必要と判断した場合は、各種調査業務

を適宜実施すること。 

ク 設計企業は、テレビ受信障害調査を実施すること。 

ケ 設計企業は、本施設の引渡日の遅延又は競輪場再整備業務に係る事業費の増

加リスクが生じないよう本施設を設計すること。 

コ 設計企業は、工事期間中における場外車券発売を継続して発売出来るようイ

ンフラ設備盛替え計画を行うこととし、やむを得ず休止する場合はその期間

等について県と協議すること。 

サ 設計業務は関連法令に基づき実施するものとし、許認可申請の手続きに必要

な資料の作成及び申請等の手続きを遅滞なく行うこと。なお、許認可申請の

手続き等に必要な費用は事業者負担とする。 

シ 関係者との合意形成を図るために必要となる、全体配置図、施設規模（各諸

室面積を含む）、平面配置図、動線計画及びその他必要に応じた資料（パー

ス等）を作成すること。 

ス 県が設計及び工事期間中に行う協議、申請及び手続き等において協力を求め

た場合は、添付図面の提出等に必要な支援を行うこと。 

セ 県が地域住民へ説明を実施する場合は、作業支援等を行うこと。 

ソ 西入場門と東入場門をつなぐ里道の仮設迂回ルートを計画すること。 

タ 雨水排水ルートの調査及び検討を行い計画すること。北側敷地に影響がある

と認められる場合は北側敷地についても設計を行うこと。 

②業務計画書 

ア 設計企業は、設計業務着手に先立ち、設計業務計画書を作成の上、県に提出



 

－24－ 

し、その承諾を受けること。業務計画書には、業務体制、工程表、設計条件

及び毎月の設計進捗状況の報告方法等を含む必要事項を記載することとし、

詳細な内容については県と協議を行うこと。 

イ 設計業務計画書を変更する場合は、内容変更の理由を明確にした上で、その

都度県に変更業務計画書を提出し、その承諾を受けること。 

ウ 業務体制は、管理技術者、照査技術者及び主任担当技術者（建築（総合）、

建築（構造）、電気設備及び機械設備）の配置を必須とし、その他の担当技

術者の配置は任意とする。 

エ 設計業務工程表の内容は、以下に示す内容を含めて作成すること。また、設

計業務以外の各業務の工程と調整を行うこと。設計定例の開催頻度は月に２

回程度を前提とするが、業務進捗に応じて調整とする。 

ⅰ  基本設計工程 

ⅱ 実施設計工程 

ⅲ 競輪場関係者協議期間 

ⅳ 県による確認期間 

ⅴ 許認可申請手続き期間 

ⅵ コスト管理表の提出時期 

ⅶ その他設計の工程に必要な事項 

③業務成果品 

ア 設計業務の成果品については「別添資料（４）提出書類成果品リスト」によ

ること。なお、別途県より要請のあった追加検討資料についても提出する。 

イ 解体設計の成果品提出時期は県と協議とする。 

 

（５）工事監理業務に関する要求水準 

①業務内容 

ア 工事監理企業は、工事監理業務として要求水準を満たすとともに企画提案に

基づき、建築士法第２条第８項に定める工事監理者の立場で行う業務の他、

設計図書通りに本施設が施工されるよう必要な業務及び施工に関する品質確

保のために必要な業務を行うこと。 

イ 工事監理企業は、工事監理の実施内容として「令和６年国土交通省告示第８

号」別添一の第２項第１号及び第２号を参考とすること。 

ウ 工事監理企業は、バンクの工事監理業務を行うこと。 

エ 工事監理企業は、工事期間中に本施設の整備に関連して別工事が行われる場

合には、当該別工事との調整に協力すること。 

②業務計画書及び報告事項 

ア 工事監理企業は、本施設の工事の着工日までに、要求水準書及び提案に基づ

いて次に掲げる事項を記載した工事監理業務計画書を作成して県に提出する

こと。 

ⅰ 工事監理業務の実施体制 

業務体制は、管理技術及び主任担当技術者（建築（総合）、建築（構

造）、電気設備及び機械設備）の配置を必須とし、その他の担当技術者



 

－25－ 

の配置は任意とする。 

ⅱ 工事監理業務の業務工程 

設計図書に示された性能を確保するために必要な検査の時期等、工事

監理業務の工程管理に必要な事項を記載すること。 

ⅲ その他工事監理業務を実施するための計画に関して必要な事項 

イ 工事監理企業は、工事監理業務の実施期間にわたり確認結果等を毎月末日時

点での工事監理業務報告書として県に提出すること。 

ウ 工事監理企業は、工事監理業務の実施において重大な事項が発生した場合

は、直ちに県にその内容を報告すること。 

（６）施工業務に関する要求水準 

①業務内容 

ア 建設企業は、施工業務として要求水準を満たすとともに企画提案及び本施設

の整備に関連する設計図書に基づき、競輪場再整備における施工業務及び当

該施工に関する品質確保のために必要な業務を行うこと。 

イ 建設企業は、工事期間中における場外車券発売を極力休止しないようインフ

ラ設備盛替え工事を行うこととし、やむを得ず休止する場合はその期間等に

ついて県と協議すること。 

ウ  建設企業は、工事期間中に本施設の整備に関連して別工事が行われる場合に

は、当該別工事との調整に協力すること。 

エ  建設企業は、本施設の引渡日の遅延又は競輪場再整備業務に係る事業費の増

加リスクが生じないよう本施設を施工すること。 

オ 建設企業は、施工業務の実施に関して必要と判断した場合は、調査業務を適

宜実施すること。 

カ  建設企業は、施工業務の実施にあたり、近隣対応（周辺家屋影響調査等）及

び電波受信障害調査等を必要に応じて実施するとともに、その対策を行うこ

と。 

キ  建設企業は、工事期間中に来場者、近隣住民その他からの苦情が発生しない

ように配慮するとともに、万一発生した苦情等は、工事工程に支障をきたさ

ないように対応すること。 

ク  建設企業は、工事現場内の事故・災害等の発生防止に配慮するとともに、競

輪場の運営及び近隣への事故・災害等が及ばないように万全の対策を行うこ

と。 

ケ  建設企業は、予め周辺道路の状況等を把握し、事前に道路管理者等と打合せ

を行うこと。工事車両の通行に関して運行の速度、誘導員の配置、案内看板

の設置、道路の清掃等について十分な配慮を行うこと。 

コ  建設企業は、工事範囲に隣接する物件、道路等に損傷を与えないように配慮

し、工事中万一発生した損傷等は、建設企業の責任において必要となる補修

及び補償等の対応を図ること。 

サ 建設企業は、工事の施工記録として、写真・映像等で記録し、施工記録書と

してデータと書面を県に提出するとともに保管すること。 

シ 建設企業は、各種関連法令等及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設

計図書及び施工計画に従って工事を実施すること。工事実施に必要な手続き
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の費用を負担すること。 

ス 建設企業は、工事から発生した廃棄物等について関連法令等に定められた方

法により、適法かつ適切に搬出処分すること。 

セ 建設企業は、工事により発生する廃材等について積極的に再利用を図るこ

と。 

ソ 建設企業は、工事期間中において、自ら中間検査を行うこと。中間検査の実

施内容及び日程は事前に県に連絡し、調整を経て確認を受けること。 

タ  建設企業は、県が工事期間中において実施する書類及び実地による検査を受

けるものとする。検査時期、検査箇所及び提出書類については、工事着手前

に県が指定する。 

チ 建設企業は、本施設の引渡日の前までに完成検査を行うこととし、併せて機

器・器具等の試運転検査等を実施すること。 

ツ 建設企業は、県が行う検査の結果、不完全な部分があると認められるとき

は、速やかにその内容について補修すること。 

テ 建設企業は、バンクの施工業務を行うこと。 

ト 解体業務に関する事項 

ⅰ 要求水準書等に記載のない地中障害物等が確認された場合は、速やかに県

に報告し、その対応方針を協議すること。 

ⅱ 解体業務の対象範囲は、「第４章 施設に関する要求水準」、「別添資料

（５）解体範囲参考図」による。 

ⅲ 解体業務において、有効と考える特殊工法を採用しようとする場合は、あ

らかじめ県と協議を行うこと。 

ⅳ 建設企業は、原則として、解体工事の実施及び完成に必要な一切の協議、

申請及び手続きを行うこと。なお、協議、申請及び手続き等に必要な費用

は建設企業負担とする。また、協議、申請等の内容は、提出前に県と協議

し、必要に応じて写しを県に提出すること。 

ナ 石綿含有建材及び特別管理廃棄物等の適切な処理 

ⅰ 建設企業による調査 

a 県による事前調査を参考とし、関係法令に基づき工事着手前に石綿含

有建材事前調査を実施し、調査結果等を県に提出すること。 

b 関係法令に基づき調査結果等の提示を実施すること。 

c 調査結果等を基に、関係法令を遵守し、県及び関係機関と協議の上、

適切な処理方法等を提案すること。 

d 石綿含有建材及び特別管理廃棄物等の適切な処理を行うため、設計時

及び対象工事完了時において、「別添資料（４）提出書類成果品リス

ト」に基づき、適正な時期において関係書類等を提出すること。 

ⅱ 適切な処理 

a 解体及び改修工事等に際しては、関係法令に基づき適切処理を行うこ

と。 

b 工事前にⅰの調査結果等を反映した施工計画書を作成し、県の確認を

受けること。 

c 解体及び改修工事にあたっては、工事作業の安全を確保することに加
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えて、周辺に対する石綿の飛散防止対策を十分に行うこと。 

②総合施工計画書及び報告事項 

ア 建設企業は、本施設の工事の着工日までに、要求水準書及び企画提案に基づ

いて標準仕様書を参考に総合施工計画書を作成し県に提出すること。なお、

計画書作成にあたっての留意点を以下に示す。 

ⅰ テレビ受信障害調査を行うこと。 

ⅱ 工事に伴う安全衛生対策 

a 工事期間中の近隣住民及び競輪場関係者等の往来には十分配慮し、敷

地内外での事故防止に万全を期すこと。 

b 工事現場全体の保安のために、必要に応じ警備員を常駐させること。 

c 工事車両の出入口では、交通整理を行い、安全を図ること。また、施

工に際し、車両の動線確保等で本事業に影響が生じる場合においては、

県と協議を行い、出入口の位置を調整すること。 

ⅲ 関連法令を遵守し、関連要綱及び各種基準等を参照して、適切な工事計画

を策定すること。 

ⅳ 騒音、悪臭、振動、光害、廃棄物処理、交通安全・渋滞、粉塵飛散、地盤

沈下及びその他建設工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的に要求

される範囲の近隣対応を実施すること。 

ⅴ 工事内容及び作業時間について、近隣への説明等を実施し、理解を得るよ

うに努めること。 

ⅵ  近隣への対応について、建設企業は県に対して、事前及び事後にその内容

及び結果を報告すること。 

ⅶ 工事に伴う近隣への影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。 

ⅷ 工事は、原則として日曜日及び「奈良県の休日を定める条例」に規定する

休日には行わないこと。 

イ 建設企業は、施工業務の実施において重大な事項が発生した場合は、直ちに

県にその内容を報告すること。 

ウ 施工業務の成果品については「別添資料（４）提出書類成果品リスト」に基

づき県の求める時期に適切に提出し承諾を得ること。 

③施工業務に関する特記事項 

ア 建設企業は、工事に伴う騒音、悪臭、振動、光害、廃棄物処理、交通安全・

渋滞、粉塵飛散及び地盤沈下等、競輪場の運営や競輪場周辺地域に及ぼす悪

影響の防止について十分な対策を行うものとし、特に建設機械等の使用にあ

たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型機械の使用に努め、合理

的に要求される範囲の近隣対策を講じること。また、万一発生した悪影響等

は、建設企業の責任において対応すること。 

イ 施設整備の実施に伴い発生する電気引き込み負担金・給水負担金、給水加入

金及び下水道負担金等の各種負担金は、事業費に含むものとする。 

ウ 建設企業は、完成写真を撮影し、施工業務完了時に提出すること。撮影画素

数等については次のとおりとする。 

ⅰ 撮影画素数    ２０００万画素以上 

ⅱ カット      ５０カット以上（鳥瞰写真５カット以上を含む） 
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ⅲ 撮影時期及び箇所 県と協議 

ⅳ 提出方法     デジタルデータ及びアルバム 

エ 完成写真に関する著作権については、次の項目によることとし、建設企業は

撮影者等との契約にあたっても、それらの承諾を条件とすること。 

ⅰ 提出された写真は、県が行う事務及び県が認めた用途に関して、無償で

使用することができるものとする。この際、著作権者名を表示しないこ

と及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。 

ⅱ 建設企業及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真（提出していな

いものを含む）及び改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡、その他一切の

方法により、第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ県の

承諾を受けた場合は、この限りではない。 

オ 工事現場の管理等 

ⅰ 現場事務所に現場職員を１名以上常駐させ、連絡が取れる状態とするこ

と。 

ⅱ 工事を実施する範囲は仮囲いで確実に区画し、区画外に資材の仮置きや駐

車を行わないこと。 

ⅲ 仮囲いは、周辺の美装化、工事のイメージアップ等に配慮したデザインと

すること。 

カ 石綿含有建材及び特別管理廃棄物等の適切な処理について 

ⅰ 事前調査 

a 調査等は、関係法令に基づき適切に実施すること。 

b 県では、石綿含有建材及び特別管理廃棄物等の適切な処理を行うため、

設計時及び対象工事完了時において、「別添資料（４）提出書類成果

品リスト」に基づき、適正な時期において関係書類等を提出すること。 

c 関係法令に基づき、工事着手前に石綿含有建材事前調査を実施し、事

前調査結果を県に提出すること。また、調査結果の提示等を関係法令

に基づき実施すること。 

d  事業者は、調査結果を基に、関係法令を遵守し、県及び関係機関と協

議の上、適切な処理方法等を提案すること。 

ⅱ 適切な処理 

a 解体及び改修工事等に際しては、関係法令に基づき適切に実施するこ

と。 

b 工事前に十分な現地調査・成分試験等を行い、その結果を反映した施

工計画書を作成し、県の確認を受けること。 

c 撤去・改修工事にあたっては、工事作業の安全を確保することに加え

て、周辺に対する石綿の飛散防止対策を十分に行うこと。 

 

（７）競輪場維持管理業務・競輪場運営業務に関する要求水準 

①基本的な考え方 

競輪開催業務等について、業務全般を包括的に委託することで民間の持つノウハ

ウを積極的に活用し、より効率的な事業運営を実現するものとする。 

②業務内容 
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ア 開催業務 

ⅰ  競輪開催に関する各種業務の運営統括及び総務業務 

ⅱ  車券発売・払戻に関する業務 

ⅲ  場内の情報提供に関する業務 

ⅳ  ファンサービス・イベント等の実施に関する業務 

ⅴ  車券発売払戻機等設置に関する業務 

ⅵ  駐車場の警備、場内外の清掃に関する業務 

ⅶ  問い合わせやトラブル、苦情に対する対応等 

ⅷ  選手宿舎に関する業務 

ⅸ  競輪開催にかかる施設・設備の管理に関する業務 

ⅹ  夜間競輪開催等におけるバンク用照明の操作等に関する業務 

ⅺ  ギャンブル依存症対策に関する業務 

イ 事務業務 

ⅰ 本場開催及び場外車券発売にかかる他場及び関係機関との契約等一連業

務 

ⅱ 広報・宣伝企画業務 

ⅲ 各種調査・報告事項への対応業務 

ⅳ その他競輪事業実施に必要な業務 

ⅴ 施行者が行う開催業務、通年業務等の支援 

ⅵ 競輪場再整備後の北側敷地建物等の定期点検と敷地管理 

ⅶ 備品調達・処分業務 

ウ 競輪の運営に係る提案した事項に係る業務 

ⅰ  運営計画に関する項目 

a 運営体制 

b 業務の効率化 

c 維持管理 

ⅱ  事業効果・成果見込みに関する項目 

a 集客・売上向上策 

ⅲ  地域・社会への配慮・対策に関する項目 

a 周辺地域への配慮 

b ギャンブル依存症対策 

ⅳ 民間提案エリアの運営管理 

なお、ア 開催業務及びイ  事務業務についての詳細は、「別添資料

（６）競輪場業務一覧表」により、ウ 競輪の運営に係る提案した事項に係

る業務についての詳細は、様式７.企画提案書により提案した事項による。 

③移転業務に関する要求水準 

ア 移転に関して工事の工程等に合わせた移転計画を作成し、その計画に基づき

移転を行うこと。 

イ 県が別途発注する総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）等の工事と連絡調整

を行い、円滑に事務所等の移転が行えるようにする努めること。 
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ウ 競輪実施法人及び選手会等が独自で整備を予定しているシステム等がある場

合には、その設置に関して、関係事業者と調整を行うこと。 

④設備・什器・備品等の調達等に関する要求水準 

ア 競輪場運営企業は本施設の運営方法等を勘案し、再整備完了後に競輪事業を

開始するにあたり必要となる設備・什器・備品等について計画を作成した上

で、県と協議し、移転、調達等を行うこと。設備・什器・備品等の調達、設

置、処分等に係る費用は委託料に含むものとし、原則、所有権は県に帰属す

るものとする。 

イ 既存施設で使用している設備・什器・備品等について、競輪事業に必要とな

る物で、引き続き、使用が可能なものについては、県と協議のうえ、移転・

保管し、使用できるものとする。 

ウ 各施設へ移転及び新設する設備・什器・備品等については、配線の接続、動

作確認及び必要に応じ耐震対策等を行うこと。 

   ⑤不用品等の廃棄に関する要求水準 

ア 移転・解体等に伴う不用品等の廃棄については、関係法令等を遵守し行うこ

と。 

 

４．業務の引継ぎ 

業務実施の開始日から円滑に業務が実施できるよう、基本契約の締結後速やかに前委

託業者との間で引継ぎ（施設からの退去、良好な状態で施設引渡含む）を行うものとす

る。なお、令和９年３月３１日までの間、委託料は発生しない。 

また、委託期間の終了又は契約解除により、次期委託業者に業務を引継ぐ場合は、円

滑な引継ぎに協力すること。 

 

５．付帯事業に関する事項 

（１）共通事項 

①付帯事業を行う事業者（以下「付帯事業者」という。）は、本事業の適正かつ確実

な実施、競輪競技の公正かつ安全な実施のいずれも妨げず、かつ、本事業の目的を

効果的に達成できるように競輪場用地の一部の利活用を図ること。 

②付帯事業者は、付帯事業に関する要求水準を満たすとともに提案に基づいて、付帯

事業者自らの責任と費用負担において実施する独立採算型の事業として付帯事業を

実施すること。なお、付帯事業終了後も施設運営が継続的に可能となるよう、所有

権は県と協議して決定する。 

③付帯事業者は、代表企業による本事業の実施に関する各業務間における遺漏の防止

や各業務工程間における調整等の本事業の実施に関する総合的な管理が円滑に行え

るように協力すること。 

（２）付帯事業の経営管理に関する事項 

①付帯事業者は、付帯事業に関する経営管理の方針及び経営管理計画を定め、付帯事

業の適正かつ確実な実施を図るための意思決定、総合的な調整及び管理を実施する
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こと。 

②付帯事業者は、付帯事業に関する財務管理の方針及び財務管理計画を定め、付帯事

業の健全かつ安定的な継続を保持するための財務管理に関する意思決定、総合的な

調整及び管理を実施すること。 

③付帯事業者は、付帯事業に関する資金収支及び会計並びに財務リスクを適切に管理

すること。 

④付帯事業者は、付帯事業の実施に関する業務管理の方針及び業務管理計画を定め、

付帯事業の適切な実施を図るための意思決定、総合的な調整及び管理を実施するこ

と。 

⑤付帯事業者は、付帯事業の事業工程を適切に管理すること。 

⑥付帯事業者は、付帯事業の実施に関する各業務の遂行に適した能力及び経験を有す

る企業及び人員に当該業務を実施させること。 

⑦付帯事業者は、付帯事業の実施に関するリスクを適切に管理し、付帯事業の実施に

関するリスクが本事業に及ばないようにすること。 

（３）付帯的な施設の整備、管理及び運営に関する事項 

① 付帯的な施設を設置する場合における配置、規模、形状及び動線については、本施

設の性能や機能を損なわず、相互に連携した相乗効果が期待できるように配慮する

こと。 

② 付帯的な施設の外観デザインは、本施設周辺の環境及び本施設の外観デザインとの

整合が図られ、事業用地全体の魅力ある景観形成に資するように配慮すること。 

③ 付帯的な施設における構造、建設資材及び設備等については、解体撤去するときに

過大な工事費の負担や周辺環境等への過剰な負荷が生じないように配慮すること。 

④ その他の付帯的な施設の性能等については、本事業及び付帯事業の内容に応じて法

令等を遵守し、具体的な機能及び性能等については提案によるものとすること。ま

た、民間収益施設を別棟として計画することは認めるが、実現に向けた行政協議等

は事業者にて行うこと。 

⑤ 付帯的な施設の管理については、本施設との適切な連携が図られるように付帯的な

施設の機能、性能及び美観を適切に維持保全し、付帯的な施設内に存する人員及び

財産を保安すること。 

⑥ 付帯的な施設の運営については、本施設内における競輪競技の公正かつ安全な実施

を妨げず、競輪事業との適切な連携を図ることができるように配慮すること。 

⑦ 付帯的な施設における収益力の維持向上に資するように営業すること。 

（４）禁止事項 

事業者が提案した付帯事業においては、以下の用途での利用は禁止する。 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用途 

②反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する
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用途 

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する業の用途 

④特定の政治活動又は宗教活動の用途 

⑤地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用途 

⑥騒音・悪臭・振動・光害・廃棄物処理等近隣環境を損なうと予想される用途 

⑦住宅事業、物流・生産・倉庫事業等、本事業に県が適さないと判断した用途 

  ⑧その他周辺の生活環境に影響が生じる用途  
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第４章 施設に関する要求水準 

 

１．基本要件 

（１）関係法令及び適用基準等 

①関係法令及び適用基準等は「第１章 ５．遵守すべき法令等・参考とする基準等」

を参考にすること。 

②本事業の競輪場再整備業務の期間において関係法令及び適用基準等が改定された場合

について、各最新版への適合を事業者が見直すこととし、設計内容等の変更がある

場合においては県と協議すること。 

③奈良市の水害ハザードマップに従い施設機能に支障を生じないように浸水冠水対策

を講じること。 

④県の広域防災拠点に位置付けられていることを踏まえ計画を行うこと。 

（２） 耐震性能 

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき設計するものとし、各新築建物

の耐震安全性の分類は下記とする。 

施設名 構造体 非構造部材 建築設備 

新スタンド Ⅰ類 Ａ類 甲類 

女子宿舎 Ⅲ類 Ｂ類 乙類 

多機能棟 Ⅲ類 Ｂ類 乙類 

（３） 耐久性能 

適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし、大規模な修繕を除く）を行うことによ

り、大規模な修繕を行わずに、長期的に構造耐力上必要な性能を確保すること。 

（４） バリアフリー及びユニバーサルデザインへの配慮 

関係諸官庁と協議を行った上で「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律」、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例」等を遵守し、高齢者や障害者の

バリアフリーを確保するとともに、ユニバーサルデザインの考えを導入し、誰もがわ

かりやすく利用しやすい施設とすること。 

（５） 地域経済・社会への貢献 

地元の雇用機会の創出、地域経済の活性化、周辺地域との連携を図ること。また、

県産品の積極的活用や物品調達等の取り組みに努めること。 

（６） 県産木材の利用 

①「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律」及び「奈良県の建築物における県産材利用促進方針」に基づき、本事業に

おいて、県産木材の利用は必須とする。 

②県産木材の利用範囲は、新スタンド、女子宿舎及び多機能棟等への利用を想定して

いる。利用範囲（構造体を含む）及び量については、事業者の提案によるものとし、

設計段階において県と協議すること。 
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２．施設の基本性能 

（１）基本方針 

① コンセプト 

●【奈良県らしさ】地域の歴史・文化・風土を考慮した空間形成 

●【競輪場らしさ】競輪や自転車をテーマにした空間形成 

●【記憶の継承】 旧施設の備品等の活用による記憶の継承・新たな価値の創出 

② 本施設の整備手法等に関する詳細な事項を以下の（２）～（７）に示す。なお、本

施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置については経済産業省の許可を受け

ることを前提とする。 

③ 本計画においては、都市計画法第２９条（開発許可）に該当しないよう留意するこ

と。（「第２章 ２（２）開発許認可手続き」を参考とすること。） 

（２）施設計画 

①新スタンドはファンゾーン内、女子宿舎及び多機能棟は管理運営ゾーン内に設け、

各棟の機能やアクセス性、周辺環境との調和に配慮した配置計画とすること。 

②女子宿舎については、敷地内に存在するボックスカルバートを回避して計画を行う

こと。 

③ファンゾーン（民間提案エリア）（以下「民間提案エリア」という）は、自転車競

技の普及やスポーツ振興に資する地域住民や子どもの居場所となる地域に親しまれ

る施設とすること。また、左記の施設に追加して、集客力・収益力の向上に資する

付帯的な施設の整備及び付帯事業をすることも提案可能とする。なお、競輪非開催

日の運営も検討し、競輪開催日には新スタンドとの連携に配慮すること。 

④設備等の設置スペースを管理運営ゾーン内に確保すること。 

⑤管理運営ゾーンに一部含まれる借地は、将来的な返還を想定しているため大規模な

建築物・工作物等を設置しないこと。なお、設計段階において、県との協議にて撤

去・移設が比較的容易な倉庫等を設置する計画は可とする。 

⑥工事期間中においても、北側敷地内の施設（第１投票所、多目的ホール、県事務所

等）の運営を継続できる計画とし、地中に埋設されたインフラ設備への支障の最小

化を図ること。また、北側敷地の出入口に仮設入場門を計画すること。 

⑦騒音、悪臭、振動、光害、廃棄物処理及び交通安全・渋滞等に配慮した計画とする

こと。 

（３）諸室配置計画 

①新スタンドは、ファン向け機能、管理者向け機能、競技運営向け機能を集約配置す

ること。施設規模については、ファンゾーン全体で受け入れる一日の最大延べ入場

者数を３，０００人、同一時間帯に滞留する最大の来場者数を２，１００人（一日

あたりの最大延べ来場者数の７０％）と想定しスタンド内で１，１００人、屋外で

１，０００人を受け入れることが出来る規模とすること。 

②女子宿舎は、ガールズ競輪開催に対応できるよう、女子選手向けの機能を新たに計
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画すること。なお、選手用の食堂については既存宿舎との共用を前提として計画す

ること。 

③多機能棟は、民間提案エリアに必要な機能（トイレ、倉庫等）と選手会及び競輪場

運営に必要な諸室を集約することを基本とする。但し、民間提案エリアに必要な機

能については、県が想定する機能に加えて、民間提案エリアにて行う事業に合せ、

事業費内で企画提案を行うものとする。なお、民間提案エリアの機能は、別棟とし

て計画することは認めるが、実現に向けた行政協議等は事業者にて行うこと。 

（４）動線計画 

①競輪場関係者及び来場者のそれぞれの動線が交錯することなく、セキュリティに配

慮し、安全でかつ相互に支障をきたさない計画とすること。特に現金輸送のルート

に配慮して計画すること。 

②民間提案エリアから新スタンドへの動線を確保すること。 

③南側道路から入場門（ファンゾーン出入口）まで、安全な歩行空間を確保すること。 

④バス停車時に一般車の通行を妨げない計画とすること。 

⑤工事期間中は、北側敷地内の施設運営に支障をきたさないよう、安全区画・来場者

動線の確保に配慮すること。 

（５）施設維持管理に配慮した設計 

①長期にわたる施設利用を考慮し、施設の長寿命化を図るとともに、省エネルギーと

修繕計画の観点から、ライフサイクルコスト低減効果の高い施設とすること。 

②設備更新における搬入出経路を確保する等、点検、修繕等の維持管理が容易な計画

とすること。 

③各部位の仕上材の選定にあたっては、耐久性があり維持管理が容易なことはもとよ

り、イニシャルコストだけでなく、メンテナンスコストについても考慮すること。 

（６）環境に配慮した計画 

① 十分な断熱性能の確保並びに効率的かつ効果的な省エネ型設備機器及びシステムの

導入等、省エネルギー及び省資源に配慮した施設計画とすること。また、併せて自

然採光、自然換気及び自然排煙の積極的な導入を検討し、環境負荷及びライフサイ

クルコストの低減を図ること。 

② 「官庁施設の環境保全性に関する基準（グリーン庁舎基準）」に基づき、ライフサ

イクルＣＯ２排出量の削減に努めること。 

③ 脱炭素社会へ向けて、自然エネルギー及び再生可能エネルギー等の有効活用を検討

すること。また、公共施設の持続性、社会貢献、環境問題及びライフサイクルコス

ト低減の観点から検討すること。なお、太陽光発電設備については、別途事業によ

る設置を予定している。 

④ 資源の再使用及び再生利用を促進する資源循環型社会の構築に向けて、リサイクル

資材の活用に配慮すること。 

（７）バンクの整備 
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本事業におけるバンクの整備は、建築分野及び土木分野における総合的な調整が必

要である。バンクの整備の土木分野における主な要求水準は以下のとおりとする。 

① 原則既存バンクの形状と同じとすること。 

② バンク整備は、バンク内のインフィールド及びセンターポール、バンク舗装、フェ

ンス及び基礎、バンク際通路の擁壁、ナイター競輪及びミッドナイト競輪等が開催

できる照明の設置を行うこと。なお、バンク際通路の擁壁について、品質及び安全

性が確保される前提で、建築・土木の区分は事業者内で決定することを可能とする。 

③ 十分な排水能力のある雨水排水計画とすること。 

④ 原則既存防霜ファンを再設置（付け替え）すること。 

 

３．施設の要求水準（建築） 

（１）計画概要 

工事種別 ●新築（新スタンド、女子宿舎、多機能棟） 

●改修（管理センター、選手宿舎、飛天交流館） 

主要用途 ●その他（競輪場） 

●新築建物の単体用途は下記のとおりとする。 

新スタンド：観覧場、女子宿舎：寄宿舎、多機能棟：自転車整備場（事務所付） 

※但し用途については設計段階で協議・確認とする。 

各機能及び規模 【新築】 

新築建物については、以下に示す内容と同等程度の機能・規模を有する計画とし、

以下に示す内容以外を採用しようとする場合は、事業者が同等以上の水準であること

を説明した上で、その内容について県と協議を行い、県が認めた場合、採用すること

ができるものとする。 

●新スタンド 

 機能：観覧席(無料・有料)一般観覧席、特別観覧席、投票所、売店（飲食含む）、

施行者事務室所、包括委託事業者事務所等 

 規模：3,300 ㎡程度（延床面積）、地上３階建て 

●女子宿舎 

 機能：女子選手宿泊室、浴室、選手控室等 

 規模：900 ㎡程度（延床面積）、地上２階建て 

●多機能棟 

 機能：選手会事務所、民間提案エリア用トイレ等 

 規模：400 ㎡程度（延床面積）、平屋建て 

【改修】 

●管理センター（既存） 

 機能：検車場、運営管理等 

 規模：約 1,800 ㎡（延床面積）、Ｓ造地上３階建て 

●選手宿舎（既存） 

 機能：男子選手宿泊室、浴室、食堂等 

 規模：約 2,100 ㎡（延床面積）、ＲＣ造地上３階建て 

●飛天交流館（既存） 

 機能：選手練習場、記者室、包括委託事業者用更衣室、研修室等 

 規模：約 1,400 ㎡（延床面積）、Ｓ造地上３階建て 

構造 ●新スタンド 

■Ｓ造  □ＲＣ造  □ＳＲＣ造 

提案価格以内で県産木材を利用した木造を含みその他の構造を提案することを可能

とする。 

●女子宿舎 
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■Ｓ造  ■ＲＣ造  □ＳＲＣ造 

提案価格以内で県産木材を利用した木造を含みその他の構造を提案することを可能

とする。 

●多機能棟 

■Ｓ造  □ＲＣ造  □ＳＲＣ造  ■木造（県産木材） 

●全ての新築建物に対し、工事価格の低減、工期短縮を図ることができる構造を 

検討すること。 

建築物の 

耐火性能 

●新スタンド 

■耐火建築物  □準耐火建築物  □その他  

●女子宿舎 

■耐火建築物  □準耐火建築物  □その他  

●多機能棟 

□耐火建築物  □準耐火建築物  ■その他  

※関係規定を満たすことを確認のうえ上記以外とすることも可能とする。 

建築物の省エネ 

性能 

●省エネ適判の基準を満たす仕様とすること。 

●設計段階で新築する３棟についてはＺＥＢ化、ＺＥＨ化に向けた検討を行い、方針

は県と決定のこと。 

有窓階 

（消防法） 
●関係規定を満たす計画とすること。 

新築計画 

（共通事項） 

基本モジュール ●利用面、コスト面を総合的に検討し、適切な柱位置及びスパ

ンを計画すること。 

防火区画 ●法規則に基づき、合理的な計画とすること。 

排煙設備 ●自然排煙を原則とし、法規則の免除規定を合理的に取り入れ

た計画とすること。 

機械室・電気室 ●十分な広さを確保し、維持管理及び将来の改修・更新に支障

のない計画とし、必要に応じて機器の搬出入口を設けるこ

と。 

●配管ルートに注意し、トイレ、給湯室等、原則、水を利用す

る室の下階に配置しないこと。 

その他 ●喫煙所はファンゾーン（有料・無料）、管理運営ゾーンに設

け、分煙に配慮した計画とすること。 

●各機能に対して十分な倉庫を設けること。 

新築計画 

（新スタンド） 

 

ファン向け機能 

（レース観戦） 

●一般観覧席 計２００席程度 

主要な客席は段床に計画すること。 

客溜り部分にも座席を計画し、上部に３場併売が可能となる 

ようモニターを設置すること。 

●特別観覧席 計３０席程度 

 段床に計画し、個別にモニター・ドリンクホルダー等を設置

すること。 

●BOX 席 ２室程度（各室８名程度） 

 窓側カウンター席、ソファ席、モニターを設置すること。 

●２階に出入口及びデッキテラスを設け、観覧席へ直接出入り

可能な計画とすること。 

●民間提案エリアと連絡する屋外通路を設けること。 

●座った状態でレースを快適に観戦できるよう、座席配置や視

線計画等を適切に検討すること。 

●客だまり空間を適切に計画し、買い漏れのない投票環境を提

供するとともに、運営コストの低減を図ること。 

●運営の効率性を考慮し、場外発売時は開放エリアを限定する

こと。 
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ファン向け機能 

（ファンサービス） 

●ホール（イベントスペース） 

 上部に３場併売が可能となるようモニターを設置すること。 

 イベント開催時は可動席（50 席程度）及び仮設ステージを設

置できるスペースを確保すること。 

●ガイダンスコーナーにはギャンブル依存症の相談スペースを

設けること。 

●多様な来場者に配慮し売店（飲食含む）・キッズルーム・授

乳室等を計画すること。 

●来場者用トイレの器具数は、行政（保健所等）との協議結果

を踏まえ、適切に設定すること。 

管理者向け機能 

（管理運営） 

●包括委託事業者事務室、施行者事務室（県職員１０名程度）

は集計機能・審判機能との連携が図りやすい位置に配置する

こと。 

●来賓室、会議室は窓側にカウンター席を設けること。 

●会議室は来賓の関係者控室として利用できるよう配慮し、可

動間仕切りにより分割が可能な計画とすること。 

管理者向け機能 

（投票・集計） 

●発払機を下記のとおり設置すること。 

１階 １０機程度 

２階 無料エリア１０機程度 

有料エリア３機程度 

●投票所間の現金輸送に配慮した計画とすること。 

●集計機能は包括委託事業者との連携が図りやすい位置に配置

すること。 

管理者向け機能 

（場内管理） 

●場内警備員、夜間警備員、警察関係者の待機スペースをファ

ンゾーンとの連携に配慮して設けること。 

●夜間警備用の仮眠室を設けること。 

競技運営向け機能 ●誘導員控室は２名分の待機スペース及びローラー１台を設け

ること。 

●走路審判室・走路清掃員控室に隣接して、選手用の退避スペ

ース及びトイレを設けること。 

●走路審判室用自転車１０台程度、ストレッチャー６台、ペー

サー２台の格納スペースを屋外に設けること。 

●審判室、写真判定室はゴールライン上に計画すること。 

●録音室・放送室は審判室内に設けること。 

新築計画 

（女子宿舎） 

選手向け機能 

（選手管理） 

●女子選手控室は管理室から見える位置に計画し、選手の更衣

等に配慮した計画とすること。また、上部にハンガー掛けを

設けること。 

●管理室内に男女共用のトイレを設けること。 

選手向け機能 

（宿泊） 

●宿泊室は最大２８人(４レース×７選手)収容可能な計画とす

ること。 

●浴室内にサウナを設けること。 

●洗濯機及び、ガス式の乾燥機は事業者にて設置すること。 

その他 ●既存の屋外通路に接続するよう、主出入口からのアプローチ

部分に屋根を設けること。 

新築計画 

（多機能棟） 

選手向け機能 

（選手会） 

●選手会事務室等の諸室を集約するとともに、選手のためのト

レーニング室の整備等を行うこと。設置するトレーニング機

器については選手会等との調整の上で検討すること。 

●自転車整備場は天井に自転車の吊下げが可能なフックを計画

すること。また、可動間仕切りによりレース開催時は一部を

直前選手控室として利用することを想定して計画を行うこ

と。 

●選手用トイレ、シャワー室は男女別に設け、動線が交錯しな

いよう計画すること。 
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民間提案エリア ●利用者用トイレ・授乳室・倉庫を計画すること。 

●その他、事業者の提案に応じて必要な機能を設けること。 

改修計画 

共通事項 ●県実施のアスベスト調査で生じた欠損等の補修を行うこと。

アスベスト調査の範囲は「別添資料（７）アスベスト等調査

報告書」を参照のこと。 

●追加アスベスト調査が必要な場合は、アスベスト調査費用を

事業費に含めること。 

管理センター ●防水改修工事として、屋上防水改修およびシーリング改修を

行うこと。 

●医務室西側出入口に排水機能を持たせること。 

●検車場は、床仕上げを不陸調整の上、メンテナンスに配慮し

た仕上げ（巾木共）を新設すること。 

●インタビューゾーン横のシャッターを撤去・新設すること。 

●記者室の造作カウンターを撤去、窓際腰壁部の壁（巾木共）

及び床仕上げを撤去・新設すること。 

●予備室の発払い機を撤去すること。 

●トイレの和式便器は洋式便器に取替えること。温水便座の採

否については別途検討すること。 

●LED 照明でない照明器具は、全て LED 照明に取替え、必要に応

じて天井下地・仕上げを撤去・新設すること。 

選手宿舎 ●防水改修工事として、屋上防水改修およびシーリング改修を

行うこと。 

●風除室手前に排水機能を持たせること。 

●厨房のガス方式は災害時の運用に必要な機能の確保、維持管

理性、イニシャルコスト含めたライフサイクルコスト等を総

合的に勘案し、都市ガスの引き込みも踏まえ計画を立案する

こと。 

●浴室は重油を前提として給湯設備を撤去・新設するととも

に、浴槽を撤去・新設すること。 

●脱衣所の電気式乾燥機を撤去し、ガス式乾燥機を新設するこ

と。 

●施設西側のキュービクル及び非常用発電機を撤去・新設する

とともに、フェンス等を新設すること。 

●LED 照明でない照明器具は、全て LED 照明に取替え、必要に応

じて天井下地・仕上げを撤去・新設すること。 

飛天交流館 ●防水改修工事として、屋上防水改修およびシーリング改修を

行うこと。 

●外壁改修工事として、クラック補修等の上、全面塗装するこ

と。 

●先頭誘導員控室は、バンク側出入口に排水機能を持たせるこ

と。 

●控室と係員室は、パーティション（窓付き）を撤去・新設す

ること。 

●ローラー室は、パーティションを撤去・新設すること。 

●２階のスライディングウォールを撤去し、一部間仕切りや扉

を新設するとともに、必要に応じて天井下地・仕上げを撤

去・新設すること。 

●研修室(２)(３)は更衣室とし、バンク側に目隠し用パーティ

ションを設置するとともに、段床部は、一部固定式デスクを

撤去し、床仕上げ（巾木共）を撤去・新設すること。 

●女子選手控室は記者室とし、LAN を設置すること。 

●特別観覧席は研修室とし、固定式デスクを撤去し、床仕上げ
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（２）外装の要求水準 

（巾木共）を撤去・新設すること。 

●インフォメーションは、発払い機を撤去すること。 

●インフォメーション側の廊下に間仕切と扉を新設し、会議室

兼倉庫とすること。 

●LED 照明でない照明器具は、全て LED 照明に取替えること。 

●空調設備を全て撤去・新設し、必要に応じて天井下地・仕上

げを撤去・新設すること。 

●EV（１１人乗）をリニューアルすること。 

防災計画・ 

災害対応 

●火災、地震等の災害時には、容易かつ安全に避難することができる計画とし、避難

誘導のためのサインや消防用設備を適切に設置すること。 

●建物内外について災害時の避難動線を確保し、来場者及び競輪場関係者等の安全を

守るとともに、緊急車両の動線及び停車スペースに配慮すること。 

●奈良市の水害ハザードマップに基づき、施設機能に支障をきたすことのないよう、

浸水、冠水対策を講じること。 

安全・防犯計画 ●競輪場関係者及び来場者等の安全を確保するとともに、個人情報等を適切に管理す

る施設とすること。 

●施設の用途及び業務内容に応じた適切な施錠管理が可能な計画とすること。 

●建具等のガラスについては安全面を考慮し、飛散防止・脱落防止に配慮するととも

に、大きな透明ガラス面には衝突防止マークや衝突防止柵を設置すること。 

●建具等の可動部分については防護柵を設ける等、ケガ防止に必要な措置を講じるこ

と。 

使用材料 ●ＪＩＳ規格品を用いること。 

●人の触れる部分の仕上げについては、安全確保の観点から衝撃に対する十分な強度

を有し、併せて汚損防止性能を有する工法・材料を採用すること。 

材料調達 ●特別品目、特定調達品目毎の環境物品等使用予定（実績）チェックリストを作成す

ること。 

●奈良県庁グリーン購入調達方針に基づき、環境物品等の採否を検討、使用に努める

こと。 

発生材の処理 ●建設工事等から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処

理、処分すること。また、工事により発生する廃材等について、可能なものについ

ては、積極的に再使用又は再生利用を図ること。 

共通事項 ●外装については、以下に示す内容と同等程度の性能を有する計画とすること。 

●景観条例等に適合し、周辺環境との調和を考慮したデザイン、修景に寄与する計画と

すること。 

●前面道路・隣地からの見え掛かりに配慮した外装計画とすること。 

●所定の機能、性能を有し、維持管理性に優れ、意匠性に配慮しつつ、華美にならない

よう仕上げ等に十分配慮した計画とすること。 

●水張試験・散水試験・漏水試験等を実施するものとし、性能上問題がないかを確認す

ること。特に屋根、外壁取り付け金物、サッシ廻り等、雨漏、漏水が発生しないよう

に十分な対策を施すこと。 

●建物内に雨水が浸入しないように、外壁開口部、軒樋や縦樋の納まりを考慮するこ

と。 

●防水、防錆、防カビ、汚れ等に留意した仕上材、納まりを検討すること。 

●外部露出する鉄部は特記なき限り溶融亜鉛メッキとすること。 

●異常気象等を考慮した各種検討（耐風圧等含む）を行い、仕上材料や下地材料、下地

取付ピッチ等を決定すること。 

屋根・屋上 ●防水性、断熱性等を考慮の上、提案を行うこと。 

●屋根や屋上に設置した設備機器等のメンテナンスが安全に行えるよう落下防止策を施

すこと。 

●太陽光パネルを後付けで設置可能な仕様とすること。 
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（３）内装の要求水準 

共通事項 ●内装については、以下に示す内容と同等程度の性能を有する計画とすること。 

●仕上げ材は各機能、諸室の用途、利用内容や形態等の特性に配慮した組合せとするこ

と。 

●所定の機能、性能を有し、維持管理性に優れ、意匠性に配慮しつつ、華美にならない

よう仕上げ等に十分配慮した計画とすること。 

●清掃や補修、点検等、日常的な維持管理に配慮し、長寿命で耐久性に優れた計画とす

ること。 

●地震時の剥落、落下による二次災害の抑制に配慮した仕上材とすること。 

●鋭利な出隅を避ける等、安全な形状、素材を使用すること。 

●快適で清潔な施設となるような色彩計画に十分に配慮すること。 

●各室の窓にはブラインド等及びブラインドボックス等を設置すること。ブラインド等

は維持管理コストが低く、メンテナンスが容易で、通風にも配慮したものとするこ

と。 

●防水、防錆、防カビ、汚れ等に留意した仕上材、納まりを検討すること。 

●使用する材料は全てＦ☆☆☆☆とすること。 

●結露対策は十分に検討の上、計画を行うこと。 

サイン ●誰もが分かりやすい表示と見やすい位置と高さを設定し、表示位置、色、文字サイズ

等の標準化を図ったものとすること。 

●現在地及び出入口位置等が容易に分かるよう、適切なサイン計画を行うこと。 

●計画する各室には全て室名サインを設けること。 

 

  

●景観条例等への適合及び周辺環境との調和を考慮すること。 

外壁 ●景観条例等への適合及び周辺環境との調和を考慮すること。 

●建築物の居住性、温熱環境、省エネ性の要求に応じて断熱材を計画すること。 

外部建具 ●新スタンド観覧席エリアは各席から競走状況を確認でき、視界が遮られないように計

画すること。 

●開放できる窓には鍵及び網戸を検討すること。 

●各階の窓の腰壁は安全性を考慮した高さを確保すること。 

竪樋 ●外壁との調和を図ること。 

●雨が周囲に飛び散らないように、竪樋の先端は雨水桝の中に差し込むこと。 

●台風、ゲリラ豪雨に十分に対応できる雨水排水計画とすること。 

サイン ●誰もが分かりやすい表示と見やすい位置と高さを設定し、表示位置、色、文字サイズ

等の標準化を図ったものとすること。 

●来場者出入口には、施設名称サインを設け夜間の照明を考慮すること。 

●内照式の照明を設置する場合は、周辺からの見えがかりに配慮すること。 

屋外設備置場 ●設備機器が外部から見えないよう、必要に応じて目隠しを計画すること。 

その他 ●各棟の屋根・軒天に防鳥対策を施すこと。 
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４．施設の要求水準（構造） 

（１）基本方針 

構造計画は、意匠設計及び設備設計と整合を図り、設計与条件及び要求性能を満た

す構造体となるよう計画すること。 

①標準仕様書 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」又は

これに準じたものとすること。 

②特殊な構造等 

個別評価・大臣認定を必要とする材料や構造計算方法を採用する場合は、その費

用を設計料に含めること。 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」又は

これに準じたものとすること。 

③仕様変更 

原則として要求水準書に基づき構造設計を行うこととするが、県との協議により

同意を得た場合は仕様変更も可能とする。 

（２）構造形式及び構造計画 

①建築物の構造形式及び構造種別は、設計上考慮すべき荷重及び外力に対する構造体

の性能の水準の確保のほか、規模、形状、経済性を考慮し、決定すること。 

②新スタンド、女子宿舎、多機能棟とも鉄骨造の耐震構造を想定しているが、提案価

格以内で木造を含むその他構造を提案することを可能とすること。 

（３）構造材料 

①構造材料の種類等は、使用部位、応力状態等を考慮し、施工性、耐久性が確保され

るよう決定すること。 

②構造材料の組み合わせは、建築物の規模、構造形式、構造種別及び各材料の特性を

考慮し、合理的なものとすること。 

③原則としてＪＩＳ規格品又は大臣認定品を用いる。 

（４）荷重及び外力 

①建築物に作用する荷重及び外力については、実況に応じて、適切に設定すること。 

②施設、各室等に求められる性能に応じて、積載荷重を適切に設定すること。 

③建築基準法施行令第８５条第２項で定める柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計

算する場合の、その支える床の数に応じた積載荷重の低減は、原則として、行わな

い。 

（５）構造計算 

①構造計算は、建築物の規模、構造形式、構造種別等を考慮し、適切に行う。 

②建築非構造部材及び建築設備の損傷の軽減を図るため、層間変形角は、原則として、

制限値以下とすること。なお、層間変形角の制限においては、構造体の耐力とバラ

ンスを考慮しつつ、層間変形角並びに建築非構造部材及び建築設備の変形追従性を
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総合的に検討すること。 

③格棟に求められる性能及び構造種別に応じ、鉛直荷重による鉛直変位及び振動につ

いて検討すること。 

（６）基礎構造 

①基礎は、敷地及び地盤の調査等に基づき、建築物の規模、構造形式及び構造種別を

考慮し、地盤性状に応じたものとすること。 

②基礎の施工方法は、敷地及び地盤条件に応じ、騒音、振動、沈下、土質・水質汚染

等、敷地周辺に有害な影響を及ぼすことのない工法を選定すること。 

③令和６年度にメインスタンド南側で２か所地盤調査が行われている。「別添資料

（３）ボーリングデータ」を参照すること。追加地盤調査が必要な場合は、調査内

容を明示の上、事業費に含めること。 

④各棟において、地盤の液状化判定を行うこと。新スタンド棟においては、地表面に

おける設計用水平加速度は３５０m/s2、その他の建物においては２００m/s2を用いて

検討すること。 

⑤新スタンド棟においては保有水平耐力の検討を行うこと。 

（７）その他 

①現在、新スタンドの計画位置にはメインスタンドが、多機能棟の計画位置には南ス

タンド（バックスタンド）が建っており、これらの建物は既成コンクリート杭で支

持されている。基礎構造の計画・設計においては、従前建物の解体・撤去による地

中障害物や表層地盤の乱れの影響を考慮すること。 

②各棟の１階床を土間スラブで計画する場合は、床仕上げ材及び使用上支障が生じる

ひび割れや不同沈下が生じないように計画を行うこと。 

③新スタンドにおいて、３階にＵＰＳ（無停電装置）が設置されることを想定し、耐

荷重および無停電装置の固定（地震時の転倒対策）に対応できる床スラブ・構造架

構とすること。 

④女子宿舎において、下記の点に注意すること。 

ア 建物の基礎計画に影響の可能性がある地中埋設物に注意し、基礎計画・設計を

行うこと。 

イ ４人部屋において、外部から音に対する遮音性能および歩行等による床振動に

対し、居住性能が満足できる床スラブ、小梁、大梁計画を行うこと。 

⑤多機能棟において、トレーニング室が計画されることを想定し、トレーニング機器

の設置に対応できる床スラブ・基礎梁計画を行うこと。 
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５．施設の要求水準（電気） 

（１）基本方針 

① 信頼性・安全性 

ア 重要機器はハザードマップの想定浸水深よりも高所に配置する等、防災・減

災に配慮した計画とすること。 

イ 各種事故、火災、自然災害等が発生した場合でも、非常用発電機等によるバ

ックアップやフェールセーフが可能な安全性の高いシステムを導入するこ

と。 

② 環境性 

ア 「官庁施設の環境保全基準」に基づき、環境負荷の低減に努めること。 

イ 施設全体のエネルギー効率化が図れるような計画とすること。 

ウ 設備機器単体では、省エネ性能の高い機種を積極的に採用し、電線、ケーブ

ル類はエコ電線、エコケーブルのような環境配慮資材を採用すること。 

エ 自然エネルギー及び再生可能エネルギー等の活用が可能な設備を計画するこ

と。 

③ 経済性・維持管理性 

ア ライフサイクルコストを考慮した経済性に優れた計画とし、運営及び保守が

容易かつ集中監視・制御による省力化・効率化したシンプルで維持管理性に

優れたシステムを採用すること。 

イ 将来の機器の増設等に対応可能な拡張性を持たせた機器構成及びスペースを

確保し、更新、改修時の搬出入及び工事に支障がない計画とすること。 

④ デジタル技術（ＤＸ技術）の採用 

本施設に関しては、以下の内容に沿ったＤＸ技術を活用した提案がある場合は行う

こと。 

ア 本施設の運営、維持、保守及び管理等において、省人化・効率化を行い、効

率的な運用が可能な計画とすること。 

イ 本施設全体の運用：最新で最先端の技術を効果的に活用し、拡張性、柔軟性

及び冗長性が可能な計画とすること。 

⑤ その他与件 

ア 競輪場の運営に配慮した機器レイアウトとすることとし、意匠及び室環境を

考慮した機器の材質選定や塗装を実施すること。 

イ 配管に関しては、最新の車両情報システム（ＶＩＳシステム）の運用を考慮

した配置とすること。 

ウ 屋外、屋上に配置する機器や露出配管に関しては、周辺環境及び安全性等を

考慮した配置とし、耐候性（耐久性）・防水・防湿・鳥獣害等の対策を実施

すること。 

エ 仮設や切り替えにあたっては、工事計画に合わせた効率的な計画とするこ

と。停電可能日は原則年次点検日（年１日）及び非開催日とし、日程は県と

協議後決定すること。 

オ 機器配置は、施設維持管理及び諸室の用途に応じて必要箇所に見合った仕様

を計画すること。 
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カ 設備の配置・監視・運営方法等について、効率的な管理方法等に配慮した計

画とすること。 

（２）電力設備 

①外構設備 

ア 電力引込設備 

ⅰ 引込みは電力会社からの高圧１回線とし、新設高圧受変電設備までの配

線経路を計画すること。 

ⅱ 外構部は地中埋設配管にて計画すること。将来高圧ケーブル更新用の予

備配管を設けること。バンク北側および東側の既存カルバートボックス

については、調査の上流用の可否を判断すること。 

ⅲ 引込に関する詳細については、電力会社との協議により決定すること。

南側敷地と北側敷地は、本工事にて電力インフラを分離すること。 

イ 通信引込設備 

ⅰ 通信事業者からの配線経路として、引込位置から各棟内ＭＤＦまで空配

管を計画すること。 

ⅱ 外構部は地中埋設配管にて計画すること。 

ⅲ 引込位置及び引込条数は、通信事業者との協議により決定すること。将

来の追加引込に備えて予備配管を複数本用意すること。 

②構内配電・通信線路設備 

ア 電力は新スタンドへ引込む計画とし、新スタンド高圧受変電設備経由で選手

宿舎高圧受変電設備へ高圧で送電する計画とすること。 

イ 既存施設（管理センター、飛天交流館および選手宿舎）へは、選手宿舎高圧

受変電設備の既存二次側幹線を再利用し、低圧で送電すること。 

ウ 通信は、各設備の主装置から各棟へ引込む計画とすること。 

エ 建物への引込管路は、建物への浸水対策並びに地震や不同沈下によるせん断

対策を行うこと。 

オ 構内線路は原則地中埋設とし、高圧電路、低圧電路及び通信線路に区分した

上で、管路及びハンドホールを設けること｡ 

カ 民間提案エリアへの電源・通信供給を計画すること。容量や盤等の設置位置

については、県及び競輪場関係者と協議の上、決定すること。 

③受変電設備 

ア 高圧受変電設備 

ⅰ 高圧受変電設備は、新スタンドは屋上に新設、選手宿舎は既存設備の更

新を計画すること。 

ⅱ 負荷の用途・種類及びエリアを区分した計画とすること。 

ⅲ 保守や将来の機器更新を考慮した設備構成とすること。 

ⅳ 将来太陽光発電設備を導入した際、系統連携が可能な構成とすること。 

ⅴ 既存選手宿舎の高圧受変電設備は、新棟（多機能棟、女子宿舎）への電

源供給を行うため、全体として適切な容量を計画すること。 

イ 高圧変圧器等 

ⅰ 高圧変圧器の容量及び低圧配電盤の開閉器設置スペースは、将来の負荷
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の増加に対応できるよう、十分な余裕を見込んだ計画すること。 

ⅱ 環境性や効率性を考慮した機器にて計画すること。 

ⅲ 各機器の状態を適切に計量可能な機器配置とすること。 

ⅳ 活線状態のまま常時絶縁状態を測定できる絶縁監視装置を、各高圧受変

電設備に計画すること。 

④直流電源設備 

ア 受変電設備の操作用及び建物内の非常照明用に、直流電源設備を計画するこ

と。 

イ 直流電源設備は、操作用と非常照明用で区分すること。 

⑤無停電電源設備 

ア 電算機、審判室機器およびナイター照明バックアップ用に、無停電電源設備

（ＵＰＳ）を計画すること。 

イ 無停電電源設備（ＵＰＳ）は、各用途で区分すること。 

ＵＰＳの容量は、電算機、審判機器、ナイター照明用でそれぞれ適切な容量

で計画すること。 

ウ 保守点検時用のバイパス回路を設けること。 

エ 上記以外の設備、例えば監視カメラ設備等のバックアップ用電源について

は、各設備個別に小型の無停電電源設備（ＵＰＳ）を計画すること。 

⑥非常用発電設備 

ア 非常用発電設備を新スタンドは屋上に新設、選手宿舎は既存設備を更新し、

災害等による商用電源停止時等の防災対策として、競輪場機能の維持を行う

計画とすること。（選手宿舎は、燃料タンク等含め全て更新すること。） 

イ 競輪場エリアの商用電源停電時の電源確保を目的とし、発電機の容量は適切

な容量で計画すること。 

ウ 非常用発電機の運転時間は１０時間以上とし、運転時間に対応した燃料タン

クの容量とすること。 

エ 電源負荷は以下の目的を満たしたものとすること。 

ⅰ 火災時の消防法等に定められている負荷への確実な電源供給 

ⅱ 災害時の職員、各事業者、来場者等の安全かつ円滑な避難のための電源

供給 

ⅲ 商用電源停止時の給排水ポンプ、換気設備稼働のための確実な電源供給 

ⅳ 商用電源停止時に競輪場運営に必要な電源を供給すること。電源の供給

先は照明、一部電源、通信等の一部機能を想定すること。 

ⅴ サーバールーム、その他重要と考えられる室等の電源供給 

ⅵ その他、ＢＣＰに基づいた競輪場機能維持のための電源供給 

ⅶ 以下の経済産業省告示等に定められているバックアップ用電源 

・「施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準」 

・「ナイター競輪開催対応施設整備指針」 

オ 発電機の騒音レベルは、近隣配慮の観点から非常用ではあるが、敷地境界に

おいて騒音規制法に定めるレベル以下となるよう計画すること。 

⑦電灯設備 
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ア 基本事項 

ⅰ 単相負荷に対し負荷の用途、種別によって回路構成をした分電盤及びＯ

Ａ盤を適切に設置し、電源供給及び制御を計画すること。 

ⅱ 盤内の機器は、容易に増設・更新可能な構成とすること。 

ⅲ 売店（飲食含む）、民間提案エリア等の個別電力使用量の測定を目的と

した、検定付電力量計を計画すること。 

ⅳ 分電盤及びＯＡ盤の２次側配線は、平面計画において上下階に渡らない

よう計画すること。 

ⅴ 分電盤においては、屋内の利用者エリアについては原則ＥＰＳ等鍵のか

かる室に設置すること。 

イ 一般照明設備 

ⅰ 照明器具は原則汎用品とすること。なおマークカード記入用テーブル、

投票機付近においては、適切な視認性を確保するため演色性にも配慮す

ること。また、照明器具を高天井等の高所に設置する場合は、保守性を

考慮して計画すること。 

ⅱ 照明照度は原則ＪＩＳ基準によるものとするが、ＪＩＳ基準にない諸室

については競輪場の特性を考慮した計画とすること。 

ⅲ 照明制御は諸室の用途ごとにエリア分けを行い、エリア毎の点滅が可能

とすること。人感センサ、照度センサ等を有効に利用することにより消

費電力の低減、適正な照度制御ができる計画とすること。 

ⅳ ファンゾーン等の面積が大きい室については、照明制御による調光、間

引き点灯等により、時間外のメンテナンス作業の利便性と省エネルギー

の両立を図ること。 

ⅴ 既存棟（管理センター、飛天交流館および選手宿舎）については、照明

器具のＬＥＤ化を行う。改修範囲は「別添資料（８）参考計画図」を参

考に、撤去跡の補修を要しないリニューアルタイプにて計画すること。

なお、選手宿舎食堂については、照明器具更新に伴う天井補修を建築工

事にて実施すること。 

ウ 誘導灯設備 

ⅰ 誘導灯の設置は、消防法等関連法規を遵守した計画とすること。 

ⅱ 階段通路誘導灯は、人感センサによる点滅又は段調光制御を計画するこ

と。 

エ 非常用照明設備 

ⅰ 非常用照明はメンテナンス性を考慮し、電池別置型・電池内蔵型を適切

に選択すること。 

オ コンセント設備 

ⅰ コンセントの設置は、施設維持管理及び諸室の用途に応じて必要箇所に

見合った仕様とすること。 

ⅱ コンセントは、商用電源、一般非常電源および無停電非常電源の種別に

より色分けを行う等、運営者に配慮した計画とすること。 

ⅲ コンセントは、衛生設備、什器備品計画に合わせた電源供給を計画する

こと。 
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ⅳ 清掃用、保守用等でファンゾーンに止むを得ずコンセントを設置する場

合は、鍵付きカバープレート等による防護策を行うこと。 

カ 外灯設備 

ⅰ 競輪場機能としての動線を考慮した配置計画とし、夜間の車両及び歩行

者の安全通行、不法投棄等の犯罪防止を考慮した計画とすること。 

ⅱ 周辺環境等との調和に配慮し、デザイン性と省エネルギー性（自動点滅

又はタイマー制御）を考慮するとともに、維持管理が容易な機器選定と

すること。なお敷地西側道路は、競輪場側の外灯により防犯灯を補完し

ている部分があるため、近隣に十分に配慮した計画とすること。 

キ ナイター照明設備 

ⅰ 照明器具はＬＥＤ投光器を基本とし、原則汎用品とするが、光源の向

き、演色性等に十分配慮すること。照明器具が高所に設置されることか

ら、保守性を考慮した計画とすること。 

ⅱ 照明照度は経済産業省「ナイター競輪開催対応施設整備指針」によるも

のとし、電力事故等の非常時においても電源バックアップにより、同指

針に定める照度が確保できるよう計画すること。 

ⅲ 周囲の住居、田畑に対し、光漏れによる影響が発生しないよう計画する

こと。 

⑧動力設備 

ア 三相負荷に対し分電盤及び制御盤を設置し、電源供給及び制御を計画するこ

と。 

イ 省エネを考慮し、インバータ制御を積極的に導入すること。 

ウ 負荷の用途、種別によって盤を区分した計画とすること。また、盤内の機器

は、容易に更新可能な構成とすること。 

エ 新スタンド内に計画する売店（飲食含む）、民間提案エリアの個別電力使用

量の計量を目的とした、検定付電力量計を計画すること。 

オ 動力盤においては、屋内の利用者エリアについては原則ＥＰＳ等鍵のかかる

室に設置すること。 

⑨幹線設備 

ア 各高圧受変電室内の低圧配電盤から単相及び三相用の分電盤、ＯＡ盤及び制

御盤等の電源盤への電源供給を計画すること。 

イ 負荷の用途、設置階、エリア及び重要性に応じて区分し、維持管理性を考慮

した系統及び配線ルートを計画すること。 

ウ 盤内以外でケーブルの分岐及び接続は行わないこと。 

エ 幹線の電源側配線用遮断器の定格電流は、機器の最大電流を考慮した容量と

すること。 

⑩電気自動車用充電設備 

ア 電気自動車及びプラグインハイブリッド車等を対象とした、充電設備を計画

すること。 

イ 充電設備の近傍に電源盤を設け、電源線及び警報線の敷設、監視カメラ等の

設置を計画すること。また、将来増設対応可能な計画とし、空配管等を設け

ること。 
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ウ 充電器は来場者用駐車場に設けること。また、場内警備室、包括外部委託業

者事務室にて監視可能な計画とすること。 

エ 充電設備は普通充電器とし、２台計画すること。 

オ 充電設備は、各種支払い機能に対応した料金徴収機能を搭載するものとし、

外部委託可能な設備とすること。また、機種等の選定においては、料金徴収

や維持管理性について考慮した計画とすること。 

⑪電力監視設備 

ア 競輪場電気設備の異常を出力する、警報盤を計画すること。 

イ 監視は包括外部委託業者事務室で行い、施行者事務室でも監視可能な計画と

すること。 

⑫雷保護設備 

ア 内部雷保護設備の導入を計画すること。 

イ センターポールは、人および機器保護の観点から高さ２０ｍ未満となる場合

であっても避雷設備を計画すること。 

⑬接地設備 

ア 接地極は、接地種類に応じた接地抵抗値が得られる形式にて計画すること。 

イ 保守性等を考慮し、測定用補助接地極及び接地用端子箱等を計画すること。 

ウ 接地は等電位接地を基本とするが、機器により必要に応じて単独接地での対

応も行うこと。 

エ 各接地間は接地間用避雷器（ＳＰＤ）を介してボンディングを行うこと。 

（３）通信・情報設備 

①構内交換設備 

ア 競輪場関係者等の相互間及び外部との連絡手段として、構内交換設備を計画

すること。 

イ 主ＭＤＦ盤（保安器含む）は、新築する建物内にそれぞれ計画すること。 

ウ 維持管理性に配慮し、各階に弱電機器を設置する弱電設備用端子盤を計画す

ること。 

エ ア～ウについて、屋内の利用者エリアについては原則ＥＰＳ等鍵のかかる室

に設置すること。 

オ 弱電設備用端子盤及び配管配線を、各電話用モジュラジャックまで構築する

こと。電話用モジュラジャックの配置は、施設維持管理及び諸室の用途に応

じて必要箇所に見合った仕様で計画すること。 

カ ＰＢＸ及び電話機は本工事とすること。 

キ エレベーター外部通報用の配管配線を計画すること。 

②構内情報設備 

ア 一般事項 

ⅰ 運用においてはＤＸ技術を活用し、最先端の技術を採用することで、拡

張性、柔軟性及び冗長性のある情報システム並びに通信環境を整備でき

るよう計画すること。 

ⅱ 全体に無線ＬＡＮを設置できるよう、機器の設置スペース及び配線ルー

トを計画すること。 
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ⅲ 施行者事務所内または近傍にサーバールームを計画すること。サーバー

ルームは、サーバー、スイッチ等のネットワークを構成する機器を計画

するとともに、携帯電話の不感知対策設備等の設置スペースを確保する

こと。なお、セキュリティにも配慮した計画とすること。 

ⅳ ＨＵＢ等各階に設置する機器は各ＥＰＳ内に計画すること。また、携帯

電話の不感知対策設備等の設置スペースを確保すること。 

ⅴ 構内情報設備用の配線用ルートを、各ＥＰＳ間及びＥＰＳ以降必要箇所

に配管、ケーブルラック等により構築すること。 

イ 県が別途発注するネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

ⅰ 県で使用する専用ネットワーク用配管配線設備を計画すること。 

ⅱ 新スタンドＭＤＦ等を経由し、施行者事務所に専用回線を引込むための

空配管を計画すること。 

ⅲ 別途通信事業者が設けるＯＮＵ（光回線終端装置）以降の２次側配線を

計画すること。 

ⅳ ＬＡＮケーブルは、Cat5eとすること。 

ウ 来場者用フリーＷｉ－Ｆｉ設備 

ⅰ 来場者にインターネット環境を提供するため、フリーＷｉ－Ｆｉ設備を

計画すること。 

ⅱ 専用ネットワーク用配管配線及び無線アクセスポイント等を計画するこ

と。無線アクセスポイントは、新スタンドのファンゾーンを包含するよ

う計画すること。 

ⅲ 管理用ＰＣは包括外部委託業者事務室または施行者事務所に設置するこ

ととし、ネットワーク管理用ソフトウェア、電源バックアップ用ＵＰＳ

を有すること。 

ⅳ セキュリティ対策として、利用記録の外部サーバーへの保存のほか、メ

ール、ＳＮＳアカウント認証等の手段を計画すること。 

ⅴ ＬＡＮケーブルは、Cat5eとすること。 

③拡声設備 

ア 各棟に業務放送設備を計画すること。なお新スタンドは、業務放送兼用の非

常放送設備とすること。 

イ 包括外部委託業者事務室に業務放送兼用の非常放送ＡＭＰを計画すること。 

ウ 新スタンド受付、場内警備室等の必要箇所にリモートマイクを計画するこ

と。 

エ 各居室にはアッテネータを取り付け、ローカル音響を配置する室にはカット

リレーを設けること。 

④インターホン設備 

ア 建物内外の連絡手段としてカメラ付インターホンを計画すること。 

イ インターホンの子機は配棟計画に応じて、各棟の入口に１か所ずつ設置し、

親機は場内警備室、管理室等に設置すること。 

ウ 新スタンド資金室にもカメラ付インターホンを計画すること。 

エ 審判室上下間を連絡するホットライン（インターホン）を計画すること。 

オ エレベーターインターホン用の配管配線を計画すること。親機は場内警備
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室、管理室等監視者が常駐する室に設置すること。 

⑤トイレ呼出設備 

ア 施設内の安全性に配慮し、トイレ呼出設備を計画すること。呼出ボタンは全

てのトイレおよび授乳室に計画すること。 

イ 警報はトイレ入口での発報のほか、場内警備室、管理室等監視者が常駐する

室へ移報可能なものとすること。 

⑥電気時計設備 

ア 敷地内の時刻表示設備として電気時計設備を計画し、敷地全体で同時刻の制

御が可能なシステムとすること。 

イ 親時計は包括外部委託業者事務室に設置すること。子時計は施設維持管理及

び諸室の用途に応じて配置を計画し、施設の利用者が視認可能な設備配置と

すること。 

ウ 親時計は時刻補正機能を有するものとし、補正方式は現地の電波受信状況等

を考慮し、適切な方法を計画すること。 

⑦テレビ共同受信設備 

ア 各棟の屋上にアンテナを設置し、建物内のテレビ共同受信設備を計画するこ

と。 

イ アンテナは、地上波デジタル、ＢＳ・ＣＳ１１０°、ＦＭ放送に対応した計

画とすること。 

ウ テレビアウトレットの配置は、施設維持管理及び諸室の用途に応じて必要箇

所に見合った仕様で計画すること。 

⑧監視カメラ設備 

ア 敷地内における状況監視並びに不法投棄等の犯罪対策等を目的として、敷地

内をくまなく監視できるように計画すること。 

またファンゾーンには、死角が生まれないように計画すること。 

イ 設備構成は、監視カメラ、モニター及び録画装置等とし、監視カメラ将来増

設分の余裕を含めて接続可能な構成とすること。また、システムはネットワ

ーク式とすること。 

ウ ＩＴＶ設備架は包括外部委託業者事務室に、モニター及び制御装置は施行者

事務室、包括外部委託業者事務室および場内警備室に、カラープリンターを

場内警備室に設置することとし、監視範囲を切り分けすることが可能な計画

とすること。なお、監視範囲については施行者および包括外部委託業者と協

議の上、決定すること。 

エ 設備仕様は、監視カメラの有効画素数は５００万画素（５メガピクセル）以

上とし、ＰＴＺタイプを基本とする。夜間の撮影にも対応可能で車のナンバ

ー等が確認可能な仕様とすること。録画装置は、標準画像で２週間以上録画

可能な容量とすること。モニターは、監視カメラの画像が適切に確認できる

解像度とし、複数箇所の状況を確認可能なサイズ（５０型以上）とするこ

と。 

オ 既存施設に設置されている監視カメラ、モニターについても、更新を計画す

ること。またバンク内センターポール改築に伴うカメラ更新を計画するこ
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と。 

・管理棟     モニター１台、カメラ１台 

・飛天交流館   カメラ５台 

・南側駐車場   カメラ１台 

・公園（民間提案エリアに改修） カメラ１台 

・センターポール カメラ２台（センターポール頂部は旋回カメラ） 

カ 電源はＵＰＳにより無停電化を計画すること。 

⑨自動火災報知設備 

ア 消防法を遵守した自動火災報知設備を計画すること。 

イ 各棟受信機は包括外部委託業者事務室、管理室等監視者が常駐する室に、必

要に応じて受信機を設置することとし、全体監視及び拡声設備等の関連設備

と連動可能なシステムとすること。詳細配置は所轄の消防署等と協議の上、

決定すること。 

ウ 各棟の火災受信機は、相互に火災代表信号を表示すること。 

エ 火災の早期発見、迅速な通報、初期消火及び避難誘導等ができるよう、防火

区画、防煙区画、避難ルート及び消防隊の進入ルート等の防災計画を立てる

こと。 

⑩映像音響設備 

ア 場内音響設備 

ⅰ スピーカーは、近隣への音漏れの影響が極力少なくなるよう配慮した計

画とすること。 

ⅱ ワイヤレスマイクは、スタンド棟屋内、屋外ともに使用できるよう計画

すること。 

イ 新スタンド会議室 

ⅰ 会議室に映像音響設備を計画すること。 

ⅱ 映像音響設備は、会議室の２室分割運用にも対応すること。 

⑪入退室管理設備 

ア 管理エリア、来場者エリアとの区画および重要室の出入口に、電気錠と連携

する入退室管理設備を計画すること。 

イ 端末装置はＦｅｌｉｃａ方式のＩＣカードリーダーを原則とし、特に高いセ

キュリティが求められる室については暗証番号との併用を検討すること。 

ウ 主装置は鍵のかかる室に設置し、施行者事務室、包括外部委託業者事務室等

からＰＣにて利用者登録、履歴確認等の操作が出来るよう計画すること。 

エ 解錠、エラーログの記録機能を有すること。 

オ 電源はＵＰＳにより無停電化を計画すること 

⑫防犯設備 

ア 機械警備機器を設置できるよう、通用口近傍に主装置の設置スペースを確保

すること。 

イ ２階までの外部に面した扉、窓等の開口部、重要室内にセンサを設置するた

めの空配管を計画すること。 

（４）場内運営設備 
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① トータリゼータシステム設備 

ア トータリゼータシステム用の電源および管路を計画すること。なお運営者持

込機器の二次側配線は別途とする。 

イ 屋内観覧席上部にモニタ（４０型程度）を計画すること。天井吊下げ金具ま

で本工事に含む。 

ウ 電源は無停電非常電源系統とする。 

② 審判機器設備 

ア 審判機器設備用の電源および管路を計画すること。なお運営者持込機器の二

次側配線は別途とする。 

イ  電源は無停電非常電源系統とする。 

③ スタジオ設備 

ア スタジオ機器用の電源および管路を計画すること。なお運営者持込機器の二

次側配線は別途とする。 

イ  電源は無停電非常電源系統とする。 

④ＶＩＳ拠点間ネットワーク 

ア 管理センターと新スタンドを繋ぐ光ケーブル用に空配管を敷設すること。 

イ 管理センター、新スタンド内の必要箇所にネットワーク設備用の空配管を設

けること。 

（５）太陽光発電設備 

①各棟完成後、別途事業にて太陽光発電設備の導入を計画しているため、各棟の屋上

には太陽光発電設備の設置が可能な計画とすること。構造計画上の荷重も見込むこ

こと。 

②太陽光発電設備から各高圧受変電設備までの空配管等のルートを確保すること。各

高圧受変電設備については太陽光発電設備と連携可能な構成とし、発電した電気の

供給先については県と協議すること。 

（６）奈良県防災行政通信ネットワーク設備一式（防災電話、発電機等） 

別途工事にて県事務所より施行者事務所に奈良県防災行政通信ネットワーク設備一式

（防災電話、発電機等）を移設するため、必要な空配管等のルートを確保すること。 
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６．施設の要求水準（機械） 

（１）基本方針 

以下の設備計画方針に基づき、機械設備を計画すること。また、各設備方式の決定

は、原則複数案の比較検討を実施した上で決定とすること。 

①環境への配慮・省エネルギー・経済性 

ア 施設の配置、規模及び構造を勘案し、環境負荷低減に配慮した技術を効果的

に採用することにより、可能な限り環境負荷の低減に努め、周辺環境への配

慮、運用段階の省エネルギー、省資源、長寿命化、環境に配慮した材料の適

正使用、適正処理の観点から計画されたものであること。 

イ 自然エネルギー及び再生可能エネルギーを検討し、採用できるものがあれば

提案のこと。 

ウ ライフサイクルコストの検証の際は、下記項目に配慮すること。 

ⅰ 設計・施工段階での経済性 

a 可能な限り汎用品の採用 

b 機器及びシステムの耐用年数・長寿命化 

c 機器及びシステムの導入時の設置費 

ⅱ 維持管理・運営段階における経済性 

a 光熱水費 

b 維持管理費 

c 点検・保守費 

d 修繕費 

e 廃棄・更新費 

②周辺環境への影響 

ア 施設から発生する騒音や悪臭等による周辺環境への影響を考慮した設備とす

ること。 

イ 露出配管、ダクト等における鳥獣害等の対策を考慮した計画とすること。 

ウ 敷地の雨水排水や汚水排水等の処理について、近隣及び敷地周辺への安全性

に配慮すること。 

③安全性、災害時対応 

ア 事故及び事故による損害の防止を考慮した計画とすること。 

イ 設備事故等を防ぐため、次の事項に留意し計画を行うこと。 

ⅰ 維持管理が容易、かつ安全にできる設備スペースの確保 

ⅱ 細菌や有害物質等の汚染による人的被害の低減 

ⅲ 空気や水等の適切な衛生環境の確保 

ウ 落下防止、管類の切断防止、地盤沈下対策及び冗長化等を考慮し、信頼性を

確保した上で経済性を踏まえた計画とすること。 

エ 施設の特性に応じて、災害時に必要な給水、排水、ガス、空調及び換気等の

機能・容量等を検討し、計画へ反映すること。また、想定浸水深を考慮し、

災害時に必要な機能が確保できるための対策を行うこと。 

オ 想定浸水深を考慮の上、設備配置を行うこと。 

カ 動力をもって流体を圧送もしくは搬送する配管（動的圧力がかかる配管）
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は、ネジ接合（切削ネジ、転造ネジ）、溶接接合及びフランジ接合等の漏水

事故対策を目的とした機械的接合を原則とし、接着剤等の化学的接合は採用

しないこと。 

キ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理を行うため、これに対応した機械

設備計画とすること。 

ク 感染症対策として、一人当たり外気量や換気回数、室内の気流等に配慮する

こと。 

④居住性、利便性 

ア 本施設を利用する競輪場関係者、来場者等にとって快適性と利便性を考慮し

た使いやすい計画とすること。 

イ 設備機器は操作が簡単であるとともに、室内環境を良好な状態に維持できる

計画とすること。 

⑤保守性、更新性、拡張性 

ア 操作、保守及び管理の容易性及び省力化を考慮した計画とすること。 

イ 設備の増設等の将来的な対応を考慮した計画とすること。 

ウ 特殊なものを除き、互換性及び信頼性等を考慮した統一的な機器で構成する

計画とすること。 

エ 維持管理・保守が容易で、ゾーニングを考慮し、シンプルなシステムを採用

すること。 

オ 更新しやすいシステム構成、配置計画とするとともに、設備機器は供給の安

定している汎用品を可能な限り使用すること。 

カ 長寿命と将来のためのフレキシビリティを考慮したシステムを採用するこ

と。 

キ 可能な限り構造部材、仕上げ材を傷めることなく更新、修繕が可能となるよ

う配慮された計画とすること。 

（２）室内外環境 

①本施設は、施設内外の音環境について、屋外及び屋内の諸室等の用途、目的、利用

状況等に応じて、必要となる静寂さを確保できるように配慮すること。 

②本施設は、施設内の振動について、屋内諸室の用途、目的、利用状況等に応じて、

地震以外の人の動作又は設備、交通若しくは風による振動により心理的又は生理的

な不快感を利用者に与えないように配慮すること。 

③本施設は、施設内の熱環境について、屋内諸室の用途、目的、利用状況等に応じて

利用者に不快感を生じさせない熱環境を確保できるようにすること。 

④本施設は、施設内の空気環境について、屋内諸室の用途、目的、利用状況等に応じ

て利用者に不快感を生じさせない空気環境を確保できるようにすること。 

喫煙室は健康増進法等関連法令等に従い、適切な換気能力等を確保すること。また、

当該換気により、他エリアの温湿度等の空気環境に影響が生じないように配慮され

た計画とすること。 

⑤本施設は、施設内外の衛生環境については、屋外及び屋内諸室の用途、目的、利用

状況等に応じて人の健康等に悪影響を与えない衛生環境を確保できるようにするこ
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と。 

（３）空気調和設備 

①基本方針 

ア エネルギー等の適切な系統分けにより、必要な計測、計量等が行えるように

検討すること。 

イ エネルギー種は、各エネルギーの供給事情を踏まえ、経済性及び周辺環境保

全のほか、災害時を含めた施設の運用等を総合的に勘案して選定すること。 

ウ 熱源方式は、冷温熱源同一機器による中央熱源方式、又はパッケージ機器に

よる個別方式の検討を行い決定のこと。 

負荷特性に応じて機器の台数分割、系統分割、等の採用を検討すること。 

エ 機器は、性能特性、耐久性、信頼性、保全性、運転資格者の要否、電力負荷

の平準化等を検討して選定すること。 

オ 機器の選定にあたって、次について検討すること。 

ⅰ 性能特性：定格出力時の省エネルギー性能及び熱負荷変動に伴う部分負

荷特性等 

ⅱ 耐久性：故障等が少なく耐用年数が長いもの 

ⅲ 信頼性：実績、安全機能及び故障時の対応等 

カ 空調設備において、温度、湿度、気流、浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有

率、二酸化炭素の含有率、ホルムアルデヒドの量について、「建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律」に示す基準値に適合するものであるこ

と。 

キ 機器の高調波により他設備に影響が生じる場合は、高調波対策を行うこと。 

②設計条件 

設計用屋外条件及び一般居室の設計用屋内条件は、「建築設備設計基準」（最新

版）による。 

③空調システム、ゾーニング 

ア 空調システムの選定にあたって、次について検討し計画すること。 

ⅰ 快適性：温湿度の調整、空気清浄度、振動・騒音への対応等 

ⅱ 機能性：熱負荷変動への対応や外気取入れ量の調整等 

ⅲ 搬送エネルギー低減：空調機を採用時は、変風量、変流量方式及び大温

度差送風方式等の導入検討 

イ 空気調和設備は、適正な室内空気環境（温度、湿度、気流及び空気清浄度）

を保持できるように計画すること。 

ウ 空調のゾーニングは、温湿度条件、使用時間、用途、負荷傾向、階層、方位

等を考慮して計画すること。 

エ 空調方式は、ゾーニング計画を基に、室内環境の快適性、室内環境維持の機

能性、必要に応じて搬送エネルギー低減等を検討して選定すること。 

オ 外気取入口及び排気口の位置は、周囲への影響、意匠性等を考慮して配置す

ること。 

カ 配管及びダクト経路は、最も合理的な経路となるように計画すること。 

キ パッケージ型空調機等の個別方式の採用を検討する場合は、適正な室内空気

環境を確保する計画とすること。 
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④空調機器 

ア 特殊な温湿度条件を必要とする諸室等、使用時間帯が異なる諸室等及び危機

管理関連諸室等非常時運用が必要な諸室等は、それぞれ個別に対応とするこ

と。 

イ ２４時間運用の諸室に関しては、機器故障時や停電時等を考慮し、信頼性を

確保するとともにエネルギー節減に配慮を行うこと。 

ウ 配管サイズ、ダクトサイズは適切に選定し、搬送動力エネルギー及びイニシ

ャルコスト、ランニングコストの低減を図ること。 

エ 設備機器は、高効率機器、を採用すること。検討に際し、初期投資の低減だ

けでなく、ライフサイクルコストを考慮の上選定を行うこと。 

⑤換気設備 

ア 換気設備は、室内空気の浄化、感染対策、熱の排除、酸素の供給及び水蒸気

の排除を行い、室内環境を適正に保持できるように計画すること。 

イ 換気方式は、換気対象室の用途及び換気対象要因に基づき選定すること。 

ウ 外気取入口及び排気口の位置は、周囲への影響、意匠性等を考慮して配置す

ること。 

エ ダクト経路は、最も合理的な経路となるように計画すること。 

オ 快適な室内空気環境の確保やシックハウス対策のために必要な換気量を確保

するとともに、空気清浄度を満たすシステムとすること。 

カ 感染症対策に配慮した換気設備計画とすること。 

⑥排煙設備 

ア 建築基準法、消防法を遵守した排煙設備とすること。 

イ 排煙設備の設置対象及び排煙量は、関係法令の定めるところによるほか、

「新・排煙設備技術指針」等によること。 

⑦自動制御設備 

ア 各設備機器の運転管理、故障等に対して迅速・的確に管理が行え、 各機能、

用途に応じたゾーン･室ごとに温度管理、設定ができるシステムとすること。 

イ  空調の運転制御は、各エリアでの個別管理及び中央での一括管理が行えるも

のとすること。 

（４）給排水衛生設備 

①基本方針 

ア 給水量等は、適切な系統分けにより、各エリア等において個別に計測、計量

等が行えるようにすること。 

イ 給排水及びガス設備に関するインフラ設備盛替え計画については、既存施設

等の状況を把握の上、新設、既存利用・切替え等を整理し計画を行うこと。 

②衛生器具設備 

ア 節水型器具を積極的に採用すること。 

イ 感染症対策を考慮し、水栓や洗浄部は非接触型を採用すること。 

ウ 衛生的で使いやすい器具を採用すること。 

エ 飛沫が少なく周辺の汚れを防止できる器具とすること。 

オ 衛生陶器は、汚れが付きにくく、落としやすいよう表面処理をしたものと



 

－58－ 

し、かつ清掃が容易に行えるようにすること。 

③給水設備 

ア 給水方式は、災害時の施設運用も踏まえイフサイクルコストにおいて最適な

給水方式とすること。 

イ 給水設備は、必要水量を必要圧力で、衛生的に供給できるように計画するこ

と。 

ウ 水道インフラ途絶時等も飲適基準が保持されるシステムを構築すること。 

エ 受水タンクには感震器連動の緊急遮断弁及び災害用給水栓を設けること。 

オ 配管経路は最も合理的な経路とし、かつ給水配管サイズは適切に選定し、搬

送動力及びイニシャルコスト、ランニングコストの低減を図ること。 

カ 水損のおそれのある重要設備を設置した室（サーバーＰＢＸ室）及びそれら

の室の天井内を通さないように配慮すること。 

キ 外構等の適切な位置に散水設備を設けること。 

④給湯設備 

ア 給湯設備は、必要温度及び必要量の湯を必要圧力で、衛生的に供給できるよ

う計画すること。 

イ 給湯方式は、湯の用途、使用量等を考慮して選定すること。 

ウ 配管経路は、最も合理的な経路となるように計画すること。 

エ エネルギーを効率的に利用できる給湯方式を選定するとともに、レジオネラ

菌対応等の衛生面に配慮すること。 

オ 施設の特性に応じて、災害時に必要とされる機能を考慮し、エネルギー種を

選択すること。 

⑤排水設備 

ア 排水・通気設備は、滞留することなく速やかに、かつ衛生的に排水できるよ

う計画すること。 

イ 排水設備は、原則として重力式とすること。 

ウ 屋内の排水管は、原則として分流式とすること。 

エ 配管経路は、最も合理的な経路となるよう計画すること。 

オ 超節水型器具を採用する場合は、自然勾配による排水機能が滞らないように

配慮すること。 

カ 給水設備と同様に、重要室等及びその天井内に排水管を通さないよう配慮す

ること。 

キ 必要に応じて新規の放流管接続、既存利用を計画すること。また、必要に応

じ公共下水道管理者と協議を行うこと。 

ク 敷地内に埋設されている下水道本管に際し、改修、移設を行う場合について

は、本工事にて対応を行うこと。 

⑥ガス設備 

ア 施設の特性に応じ、災害時の運用に必要な機能の確保、維持管理性、イニシ

ャルコスト含めたライフサイクルコスト等を総合的に勘案し、都市ガスの引

き込みも踏まえ計画を立案すること。また、必要に応じてガス供給会社と協

議を行うこと。 
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イ 必要とされる室への低圧ガス供給を計画すること 

ウ ガス漏れ検知システム、感震装置による主バルブシャットダウン機能等、災

害対策を行うこと。 

⑦消火設備 

ア 定期点検等の維持費の低減に配慮すること。 

イ サーバー、ＰＢＸ等、重要機器設置室の消火設備は、破損等を考慮し、不活

性ガス消火設備の設置を検討すること。 

⑧圧縮空気設備 

ア 検車場用にエアコンプレッサーを設置すること。圧縮機、ドライヤー、空気

タンク一体型を採用とする。空冷低圧圧縮型とし、必要箇所へ供給する。 

⑨ろ過循環設備 

ア 浴槽の衛生面を清潔に保つ為、ろ過循環設備を設置すること。 

イ 水温、塩素濃度を自動的に保ち、運用、保守、更新等を総合的に考慮し機器

選定を行うこと。 

ウ 既存浴槽の機器、敷設循環配管の更新を見込むこと。 

⑩厨房設備 

ア 提供する献立品目により必要調理器具を設けること。 

イ 原則、湿式仕様とし、必要箇所に側溝、グリストラップを設けること。また

清掃面を考慮した位置、深さとすること。 

ウ 熱源は、ガス式、電気式の採用検討を行うこと。 

（５）昇降機設備 

新スタンド：乗用エレベーター 

配置条件 ●すべての階への着床すること。 

台 数 ●在館人数及び利用人数を考慮した適切な台数の計画とすること。 

来場者用エレベーター １台 

人荷用エレベーター  １台 

定 員 ●在館人数及び利用人数を考慮した適切な定員の計画とすること。 

来場者用エレベーター １５人乗り程度 

人荷用エレベーター  １５人乗り程度 

仕 上 三方枠 ●提案による  □ステンレスＨＬ   □鋼板塗装 

扉 ●提案による  □ステンレスＨＬ   □鋼板塗装 

かご ●提案による  □ステンレスＨＬ   □鋼板塗装 

床 ●提案による  □ビニル床シート   □ゴムタイル 

敷居 ●提案による  □ステンレスＨＬ   □鋼製   □硬質アルミ 

備 考 ●機械室レスロープ式、遮煙性能付乗場扉、換気設備、光電式ドアセンサ、停

電時自動着床装置、戸開走行保護装置、監視盤、メンテナンス用コンセン

ト、自動火災報知機 

●来場者エレベーターはバリアフリー対応仕様とすること。 

●人荷用エレベーターは設備機器の更新が行える大きさ、使い勝手に配慮した

仕様とすること。 

●セキュリティ計画とともに着床階の検討を行い、最適化を図ること。 

飛天交流館：乗用エレベーター 

備 考 ●原則、既存エレベーターについて全撤去リニューアル（乗り場の枠、表示

灯・ボタンの更新を含むリニューアル）とするが、既存の状況を確認し法令

上の問題が無ければ部分リニューアルとすることも可とする。 
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●定員は既存エレベーターに同じとする。 

 

７．施設の要求水準（外構） 

雨水排水 ●既設の雨水排水設備に接続する計画とすること。 

●現況の雨水排水計画を踏まえた管径、勾配、深さで計画すること。 

●台風、ゲリラ豪雨等異常気象に十分に対応できる雨水排水計画とす

ること。 

●基本設計段階で既設水路及び雨水排水設備に配慮の上、適切な舗装

荷重等を計画すること。 

●北側敷地に存置する地下通路の雨水排水方法を検討すること。 

ファンゾーン 舗装 ●メンテナンスに配慮した舗装とすること。 

●基本設計段階において、緊急車両等の通行ルートを確認の上、適切

な荷重を設定すること。 

その他 ●電源や散水栓、案内板等を必要に応じて設けること。 

●バンク用照明設備の設置を考慮した計画とすること。 

民間提案エリ

ア 

舗装 ●メンテナンスに配慮した舗装とすること。 

●基本設計段階において、緊急車両等の通行ルートを確認の上、適切

な荷重を設定すること。 

その他 ●電源や散水栓、案内板等を必要に応じて設けること。 

●車両出入口の安全性に配慮の上、駐車場を適宜計画すること。 

●バンク用照明設備の設置を考慮した計画とすること。 

●近隣住民への騒音等に配慮した計画とすること。 

●不特定多数の利用者に対する安全性およびメンテナンスに配慮した

計画とすること。 

管理運営 

ゾーン 

舗装 ●メンテナンスに配慮した舗装とすること。 

●基本設計段階において、緊急車両等の通行ルートを確認の上、適切

な荷重を設定すること。 

その他 ●設備等の配置スペースを確保すること。 

●バンク用照明設備の設置を考慮した計画とすること。 

●管理センター南側の既存駐車場を確保の上、女子宿舎付近に駐車場

を適宜計画すること。 

来場者用駐車

場 

舗装 ●アスファルト舗装とすること。 

●基本設計段階において、緊急車両や自衛隊車両（災害時）の通行ル

ートを確認の上、適切な荷重を設定すること。 

その他 ●１３０台以上計画すること。 

●歩行者と車両動線を考慮の上、安全に配慮した計画とすること。 

●駐車場出入口の見通しに配慮した計画とすること。 

●ＥＶ充電器を２か所計画すること。 

●北側敷地の駐車場出入口に埋込式バリカーを計画すること。 

●基本設計段階で、県道奈良精華線から来場者用駐車場への入退場等

に関して、所轄警察署及び道路管理者等の関係機関との協議を行い

計画すること。 

目隠し壁・門

扉等 

●北側の敷地境界線上及び敷地境界線から約３．５ｍ北側に目隠し壁及び管理用の出入

口を設置すること。 

●北側敷地の除却施設部分と駐車場の境界線上に目隠し壁を設置すること。 

●ファンゾーン及び管理運営ゾーンと来場者用駐車場の境界に目隠し壁を設置の上、フ

ァンゾーン出入口（入場門）、管理用出入口を設けること。 

●ファンゾーン、民間提案エリアと管理運営ゾーンの境界線上に目隠し壁、管理用の出

入口を設置すること。 

●西側の道路境界線上（見通しの悪い箇所は道路境界線から１ｍ程度後退させた位置）

に目隠し壁を設置すること。 
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●近隣住民の動線を確保の上、民間提案エリアにフェンス及び出入口を設置すること。 

●敷地南側の既存防音壁は近隣住戸に面した部分を残置の上、南側道路境界線まで防音

壁を延長すること。 

●管理運営ゾーン及び民間提案エリアと近隣住戸の間に緑地帯を設けること。 

●県道奈良精華線に面した箇所は歩道を確保の上、目隠し壁及びガードレールを設置す

ること。 

その他 守衛所 ●既存と同位置に配置すること。  

バス乗り場 ●敷地東側に屋根付きバス乗り場を計画すること。 

●一般車両との動線に配慮した計画とすること。 

駐輪場 ●敷地東側に屋根付き駐輪場を計画すること。 

●一般車両との動線に配慮した計画とすること。 

植栽 ●樹木の選定にあたっては、郷土種を用いる等、周辺景観との調和を

図りつつ、維持管理に配慮した選定をすること。 

旗竿 ●ＳＵＳ製 高さ１５ｍ ３本 
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８．施設の要求水準（解体） 

●既存施設の基礎及び杭については、全て撤去とすること。ただし、受注後に、既存基礎・杭等撤去が本

事業に影響を与える、残置することに有用性がある、又は技術的に撤去不可能である等が判明した場合

は、県と協議の上、方針を決定すること。既存施設等の図面情報については、「別添資料（９）既存施

設図面」による。 

●既存杭を撤去する場合は、新設杭施工精度及び地盤状況への影響の小さい工法とすること。 

●既存アスファルト舗装は、全て撤去すること。ただし、現況アスファルト舗装の範囲で、本事業期間中

や整備後を通じて、構内通路用途アスファルト舗装が必要となる見込みの部分については、協議の上、

認められた場合は、既存アスファルト舗装のオーバーレイ程度の整備を可能とする。 

●既存樹木、緑地等は計画に応じて撤去し、抜根まで行うこと。ただし、敷地内の樹木は経年により、竣

工時よりも成育しているため、現況の成育状況を把握した上で事業費を見込むこと。既存樹木の撤去範

囲は「別添資料（５）解体範囲参考図」による。 

●既存工作物、既存埋設物（共同溝を含む）及び埋設配管（雨水管、雨水桝等含む）は、継続利用対象外

のものは全て撤去とすること。ただし、撤去が本事業に影響を与える場合は、県と協議の上、方針を決

定すること。 

＊既存工作物とは、既存施設以外の地上又は地中に定着した人工物で、地中の基礎・杭等を全て含むもの

を指す。 

●埋戻し、盛土及び地均しの必要箇所は、建築物が建設されない箇所を想定しており、提案による。既存

施設（基礎、杭を含む）、共同溝、舗装、植栽、工作物等の撤去後、現況同等の地盤高さまで埋戻し、

整地を行うこと。 

●北側敷地の渡り廊下及び地下通路の解体部分は、容易に取り外しができないようにバリケード等で閉鎖

すること。 

廃石綿等の処理 
●アスベスト含有建材は、関係法令に基づき適切に撤去処分を行うこと。 

●「別添資料（７）アスベスト等調査報告書」は参考資料とすること。改めて全

数調査を行った上で、撤去処分等の数量等を確定すること。調査の結果、数

量、処分方法等に変更がある場合は、県と協議の上、方針を決定すること。 

ＰＣＢを含む機器類

の処理  

●県は、令和６年度にＰＣＢ含有調査を実施している。 

●ＰＣＢ含有が疑われる機器類が見つかった場合は、県に報告の上、ＰＣＢ含有

調査を実施すること。調査後、ＰＣＢ含有量が基準値以上と判明した機器類

は、敷地内保管とする。（保管場所は県との協議による） 
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９．施設の要求水準（バンク） 

（１）基本方針 

① 老朽化した既存バンクの形状・勾配等を維持しつつ、舗装、基礎、排水施設等の更

新・補修を行い、競技の安全性および走行性能の確保を図ること。 

② 解体工事及び新築、改修工事手順と合わせて、バンク整備手順を計画すること。 

③ バンク整備の工法について、複数ある場合、事業者にて、コスト縮減効果と耐久性

の観点からの比較を行い提案すること。 

④ バンク整備において、県内業者・県内材料活用等を考慮しなくてよい。 

⑤ センターポール及び発走路を撤去・新設すること。 

⑥ センターポールにカメラ設備用の鉄骨架台の設置検討を行うこと。 

⑦ バンク周囲の屋外通路について、既存の地盤レベルを変えない計画とすること。 

⑧ バンク周囲に競輪観戦が可能な屋外通路を計画すること。 

⑨ インフィールドはカラーアスファルト舗装及び芝生等を計画すること。 

⑩ ナイター競輪及びミッドナイト競輪等が行えるよう照明設備を計画すること。但し、

演出照明については検討すること。 

⑪ 十分な排水能力のある雨水排水計画とすること。 

⑫ 原則既存防霜ファンを再設置（付け替え）すること。 

 


